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は
じ
め
に 

  

こ
れ
ま
で
『
北
の
丸
』
に
お
い
て
、
経
済
産
業
省
・
文
部
科
学
省
・
農
林
水
産
省
・

国
土
交
通
省
・
内
閣
法
制
局
・
総
務
省
・
人
事
院
・
厚
生
労
働
省
の
各
行
政
機
関
か
ら

当
館
に
移
管
さ
れ
た
文
書
の
特
徴
や
そ
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
文
書
管
理

規
程
の
変
遷
や
移
管
文
書
の
内
容
、
資
料
群
の
構
造
等
を
様
々
な
観
点
か
ら
考
察
し
、

そ
の
成
果
を
公
表
し
て
き
た
1

。 

 

本
稿
で
は
こ
う
し
た
観
点
を
受
け
継
ぎ
、
公
正
取
引
委
員
会
を
対
象
と
し
て
、
国
立

公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
、
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
り
つ
つ
、
そ
の
特
徴

と
全
体
像
を
描
き
出
し
た
い
。 

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
で
は
、
時
期
的
な
限
界
も
あ
り
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）
四
月
に
施
行
さ
れ
た
「
公
文
書
等
の
管
理
に
関

す
る
法
律
」（
以
下
、「
公
文
書
管
理
法
」
と
い
う
。）
が
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
文

書
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
も
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。 

  

第
一
章 

公
正
取
引
委
員
会
の
組
織
構
造
と
文
書
管
理 

  

本
章
で
は
、
移
管
さ
れ
た
文
書
の
概
要
を
把
握
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
公
正
取
引

委
員
会
の
組
織
概
要
と
そ
の
変
遷
を
押
え
た
後
に
、
文
書
管
理
規
程
の
内
容
の
変
遷
を

確
認
す
る
こ
と
で
、
同
委
員
会
で
ど
の
よ
う
な
文
書
が
作
成
さ
れ
、
保
管
さ
れ
て
き
た

の
か
明
ら
か
に
す
る
。 

 

第
一
節 

公
正
取
引
委
員
会
の
概
要
と
組
織
変
遷 

  

昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
三
月
三
一
日
「
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確

保
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
が
、
旧
憲
法
下
の
最
後
の
帝

国
議
会
で
可
決
さ
れ
、
同
年
四
月
一
四
日
に
法
律
第
五
四
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。 

 

公
正
取
引
委
員
会
は
独
占
禁
止
法
の
運
用
機
関
と
し
て
、
同
法
第
二
七
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
昭
和
二
二
年
七
月
一
日
に
創
設
さ
れ
た
。
独
占
禁
止
法
が
全
面
的
に
施
行
さ

れ
た
の
は
、
同
月
二
〇
日
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
独
占
禁
止
法
二
七
条
及
び
第

四
四
条
が
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
、
同
法
を
運
用
す
る
た
め
、
委
員
会
及
び
そ
の
下

に
事
務
局
が
設
置
さ
れ
た
2

。 

 

独
占
禁
止
法
の
運
用
機
関
を
委
員
会
制
度
と
し
た
の
は
、
米
国
の
行
政
委
員
会

（ad
min

ist
rat

ive
 c
omm

issi
on

）
の
制
度
に
範
を
と
っ
た
も
の
で
、
連
邦
取
引
委
員

会
（Fed

era
l T

rad
e C

omm
iss

ion

）
に
相
当
す
る
機
関
で
あ
る
。
終
戦
後
に
お
け
る

日
本
の
行
政
組
織
と
し
て
は
、
職
務
の
性
格
上
、
中
立
性
と
他
の
行
政
府
か
ら
の
独
立

性
が
要
求
さ
れ
る
人
事
院
、
証
券
取
引
委
員
会
、
電
波
監
理
委
員
会
等
に
お
い
て
行
政

委
員
制
度
が
採
用
さ
れ
た
3

。 

 

公
正
取
引
委
員
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
所
轄
に
属
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
独
占
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禁
止
法
第
二
八
条
に
よ
り
、
委
員
は
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
う
と
さ
れ
た
。
委
員
会

は
、
当
初
、
委
員
長
及
び
委
員
六
人
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
委
員
会

の
事
務
は
広
範
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
補
助
機
関
と
し
て
事
務
局
を
附
置
し
、

こ
れ
に
所
要
の
職
員
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。
事
務
局
の
組
織
は
「
公
正
取
引
委
員
会

事
務
局
官
制
」（
昭
和
二
二
年
七
月
一
八
日
政
令
第
一
三
九
号
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
そ

の
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
、
総
務
部
、
調
査
部
、
商
事
部
及
び
審
査
部
の
四
部
が
置
か

れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
他
大
阪
、
名
古
屋
及
び
福
岡
の
地
方
事
務
所
が
設
置
さ
れ
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。 

昭
和
二
七
年
に
は
行
政
機
構
の
大
改
革
が
行
わ
れ
4

、
ま
ず
、
同
年
八
月
一
日
か
ら

公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
は
六
人
か
ら
四
人
に
削
減
さ
れ
た
。
併
せ
て
、
新

た
に
事
務
局
長
が
置
か
れ
た
が
、
総
務
部
が
官
房
と
な
り
、
商
事
部
と
調
査
部
が
経
済

部
に
再
編
さ
れ
、
審
査
部
は
そ
の
ま
ま
残
り
、一
官
房
二
部
に
再
編
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ま
た
、
職
員
の
定
員
も
六
四
名
削
減
さ
れ
、
三
〇
五
名
か
ら
二
四
一
名
と
な
っ
た
。

事
務
局
職
員
の
定
員
は
昭
和
二
八
年
度
に
さ
ら
に
四
名
削
減
さ
れ
二
三
七
名
と
な
り
、

以
後
、
昭
和
三
四
年
ま
で
増
減
は
な
か
っ
た
5

。 

他
方
で
、
独
占
禁
止
法
の
昭
和
二
八
年
改
正
6

に
お
い
て
、
取
引
上
の
地
位
の
不
当

利
用
が
規
制
対
象
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
大
企
業
の
中
小
企
業
に
対
す
る
下
請

け
取
引
に
お
け
る
代
金
支
払
い
遅
延
等
の
不
公
正
取
引
の
規
制
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ

の
時
期
の
下
請
中
小
企
業
の
窮
状
を
う
け
て
、
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
案
（
以

下
「
下
請
法
」
と
い
う
。
）
が
昭
和
三
一
年
三
月
に
国
会
に
提
出
さ
れ
、
両
院
と
も
全
会

一
致
で
通
過
、
同
年
六
月
一
日
に
公
布
、
翌
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に

合
わ
せ
る
形
で
経
済
部
の
下
に
昭
和
三
一
年
八
月
一
八
日
に
「
下
請
取
引
監
査
官
」
が

設
置
さ
れ
、
後
の
下
請
取
引
課
（
昭
和
三
二
年
八
月
一
日
）
、
下
請
課
（
昭
和
三
六
年
四

月
一
日
）
と
な
る
。
そ
し
て
、
昭
和
三
九
年
四
月
一
日
に
経
済
部
か
ら
派
生
す
る
形
で

取
引
部
が
設
立
さ
れ
、
下
請
課
は
取
引
部
の
も
と
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
7

。

そ
の
後
、
平
成
一
八
年
の
独
占
禁
止
法
の
改
正
と
呼
応
し
、
特
別
審
査
部
を
廃
止
し
、

犯
則
審
査
部
が
新
設
さ
れ
た
。 

 

次
い
で
、
時
間
は
少
し
戻
る
が
、
昭
和
三
五
年
度
に
は
経
済
部
の
も
と
に
国
際
取
引

課
が
設
立
さ
れ
翌
年
に
国
際
課
と
な
る
。
後
に
国
際
課
は
平
成
四
年
に
解
消
さ
れ
る
が

そ
の
機
能
は
経
済
部
の
調
整
課
に
移
り
、
平
成
七
年
に
そ
の
機
能
は
引
き
続
き
調
整
課

と
官
房
の
総
務
課
に
引
き
継
が
れ
る
。
そ
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
の
組
織
改
編
に
伴

い
、
平
成
八
年
に
再
び
官
房
に
国
際
課
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
8

。 

ま
た
、
再
び
時
間
が
戻
る
が
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
か
ら
四
〇
年
代
初
め
に
わ
た
る

日
本
の
高
度
経
済
成
長
は
、
国
民
所
得
の
増
加
及
び
そ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
変
え
、

「
消
費
者
」
と
い
う
新
し
い
概
念
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
そ
の
利
益
を
保
護
し
よ

う
と
い
う
新
た
な
思
想
が
登
場
し
て
き
た
。
商
品
の
不
当
な
表
示
と
過
大
な
景
品
付
販

売
に
対
す
る
規
制
を
強
化
す
る
た
め
に
景
品
表
示
法
を
制
定
す
る
こ
と
と
な
り
、
同
法

は
、
昭
和
三
七
年
五
月
四
日
に
国
会
で
成
立
し
、
同
年
八
月
一
五
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
昭
和
四
一
年
四
月
一
日
に
景
品
表
示
課
が
設
立
さ
れ
、
さ
ら
に
昭
和

四
七
年
七
月
一
日
に
景
品
表
示
指
導
課
と
景
品
表
示
監
視
課
の
二
つ
の
課
に
分
か
れ
た
。

そ
の
二
つ
の
課
は
い
ず
れ
も
下
請
課
と
同
様
に
取
引
部
の
も
と
に
置
か
れ
た
9

。 

 

そ
の
後
、
公
正
取
引
委
員
会
が
組
織
と
し
て
大
き
な
転
機
を
迎
え
た
の
は
、
平
成
八

年
で
あ
る
。
同
年
三
月
二
九
日
に
政
府
は
、
規
制
緩
和
推
進
計
画
の
改
定
を
閣
議
決
定

し
、
規
制
緩
和
へ
の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
、「
規
制
緩
和
と
と
も

に
競
争
政
策
の
一
層
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
独
占
禁
止
法
の
運
用
機
関
で
あ
る
公
正
取

引
委
員
会
の
機
能
強
化
が
必
要
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
公
正
取
引
委
員
会
の
事
務
を

処
理
す
る
組
織
と
し
て
従
来
の
事
務
局
に
代
え
て
事
務
総
局
を
置
く
こ
と
」
と
さ
れ
た

10

。
そ
し
て
、
事
務
局
を
事
務
総
局
に
す
る
と
共
に
、
事
務
総
局
に
官
房
の
ほ
か
経
済

取
引
局
及
び
審
査
局
を
置
く
こ
と
、
経
済
取
引
局
に
取
引
部
を
、
審
査
局
に
特
別
審
査

部
を
置
く
こ
と
、
地
方
機
関
を
再
編
す
る
こ
と
と
な
る
。 
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ま
た
、
こ
の
時
に
官
房
に
国
際
課
が
設
立
さ
れ
、
取
引
部
の
下
請
課
が
企
業
取
引
課

と
な
り
、
景
品
表
示
指
導
課
及
び
景
品
表
示
監
視
課
が
合
併
し
て
消
費
者
取
引
課
が
新

設
さ
れ
、
経
済
取
引
局
の
取
引
部
の
下
に
置
か
れ
た
。 

そ
の
後
、
平
成
一
二
年
の
省
庁
再
編
の
際
に
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
総
務
省
の
外

局
と
な
る
が
、
平
成
一
五
年
に
再
び
内
閣
府
の
外
局
に
戻
る
。
そ
の
他
に
特
筆
す
べ
き

は
、
消
費
者
庁
の
設
立
に
よ
っ
て
、
平
成
二
一
年
九
月
一
日
か
ら
経
済
取
引
局
の
下
に

属
す
る
消
費
者
取
引
課
が
消
費
者
庁
の
所
管
へ
と
移
行
し
た
こ
と
11

が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
景
品
表
示
法
の
所
管
も
消
費
者
庁
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

平
成
二
五
年
、
公
正
取
引
委
員
会
が
行
う
審
判
制
度
を
廃
止
す
る
等
の
独
占
禁
止
法

の
改
正
12

に
よ
り
、
公
正
取
引
委
員
会
の
行
政
処
分
に
対
す
る
不
服
審
査
の
権
限
が
東

京
地
方
裁
判
所
に
移
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
公
正
取
引
委
員
会
は
独
禁
法
及
び
下
請
法

の
違
反
者
に
対
し
て
行
政
処
分
を
下
す
機
関
と
な
り
、
準
司
法
的
機
能
は
失
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。 

現
在
の
公
正
取
引
委
員
会
の
業
務
と
し
て
は
、
主
に
以
下
の
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。 

ま
ず
、
法
執
行
官
庁
と
し
て
、
経
済
活
動
に
お
け
る
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
を
守
る

た
め
、
独
占
禁
止
法
と
そ
の
補
完
法
で
あ
る
下
請
法
と
い
う
二
つ
の
法
律
を
執
行
し
て

い
る
。
も
し
、
違
反
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
速
や
か
に
取
り
除
く
よ
う
必

要
な
「
排
除
措
置
命
令
」（
い
わ
ゆ
る
官
製
談
合
事
件
の
場
合
に
は
、
併
せ
て
、
官
製
談

合
防
止
法
に
基
づ
く
発
注
機
関
に
対
す
る
必
要
な
改
善
措
置
の
要
求
）、
ま
た
価
格
等
の

カ
ル
テ
ル
や
私
的
独
占
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
課
徴
金
納
付
命
令
な
ど
の
措
置
を
行
い
、

競
争
秩
序
を
い
ち
早
く
回
復
す
る
よ
う
に
努
め
る
。 

二
つ
目
は
政
策
官
庁
と
し
て
、
国
際
的
に
開
か
れ
た
、
自
由
で
公
正
な
活
力
あ
る
経

済
社
会
の
形
成
を
目
指
し
て
、
規
制
緩
和
を
推
進
す
る
と
と
も
に
競
争
政
策
の
積
極
的

な
展
開
を
図
る
た
め
の
基
盤
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
独
占
禁
止
法
の
よ
り
一
層
の

充
実
化
へ
の
取
組
、
規
制
改
革
へ
の
調
査
・
提
言
、
競
争
制
限
的
な
行
政
指
導
の
改
善
、

表１ 公正取引委員会の機構及び文書管理規程の変遷 

 昭和 22.7.1 昭和 23.7.29 昭和 24.6.1 昭和 27.8.1 昭和 39.4.1 平成 8.6.14 平成 18.1.4 

      事務局 事務局 事務総局 事務総局 

総務部 総務部 総務部 官房 官房 官房 官房 

調査部 調査部 調査部 経済部 経済部 経済取引局 経済取引局 

商事部 商事部 商事部   取引部  取引部  取引部 

  証券部           

審査部 審査部 審査部 審査部 審査部 審査局 審査局 

           特別審査部  犯則審査部

組
織
変
遷 

地方事務所 地方事務所 地方事務所 地方事務所 地方事務所 地方事務所 地方事務所 

文
書
管
理
規
程 

昭和 22.9.1 

公正取引委員会事務局文書取扱規程 

昭和 34.11.1 

公正取引委員会 

文書取扱規程 

平成 13.3.29 

公正取引委員

会における行

政文書の管理

に関する定め 

平成 23.4.1

公正取引委

員会におけ

る行政文書

の管理に関

する定め 

保
存
期
間 

― 第１類（永久） 

第２類（20 年） 

第３類（10 年） 

第４類（５年） 

第５類（２年） 

第１類（30年） 

第２類（10年） 

第３類（５年） 

第４類（３年） 

第５類（１年） 

第６類その他 

常用 

30 年 

10 年 

５年 

３年 

その他 

＊行政機構図（各年度版、行政管理研究センター）、独占禁止法の歩み（平成 9 年～19 年）により作成 

 



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
49
号 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 

六 

民
民
規
制
へ
の
対
応
な
ど
の
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
競
争
政
策
に
関
す
る
国
際
協
力

に
も
力
を
入
れ
て
い
る
13

。 
以
上
、
公
正
取
引
委
員
会
の
組
織
の
変
遷
を
、
文
書
管
理
規
程
の
変
遷
と
併
せ
て
示

す
と
表
１
の
と
お
り
と
な
る
。 

 

第
二
節 

公
正
取
引
委
員
会
の
文
書
管
理
規
程
の
変
遷 

  

第
一
節
の
組
織
の
変
遷
及
び
そ
の
機
能
を
前
提
と
し
て
、
本
節
で
は
、
表
１
に
示
し

た
文
書
管
理
規
程
の
変
遷
に
つ
い
て
詳
細
に
み
て
い
く
。
現
段
階
で
判
明
し
て
い
る
公

正
取
引
委
員
会
の
文
書
管
理
規
程
は
四
種
類
で
あ
る
が
、
第
二
章
以
下
で
移
管
実
績
を

分
析
し
て
い
く
必
要
上
か
ら
、
三
つ
の
時
期
区
分
、
す
な
わ
ち
第
一
期
：「
行
政
機
関
の

保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
」（
情
報
公
開
法
）
施
行
以
前
（
～
平
成
一
三
年

三
月
三
一
日
）、
第
二
期
：
情
報
公
開
法
施
行
後
（
平
成
一
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
公
文

書
管
理
法
施
行
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
）
ま
で
、
第
三
期
：
公
文
書
管
理
法
施
行

以
後
（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
現
在
ま
で
と
い
う
時
期
区
分
14

で
、
公
正
取
引

委
員
会
の
文
書
作
成
・
保
存
を
大
き
く
規
定
す
る
文
書
管
理
規
程
の
変
化
を
検
討
す
る
。 

 

（
一
）
第
一
期
：
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
」
（
情
報
公
開

法
）
施
行
以
前
（
～
平
成
一
三
年
三
月
三
一
日
） 

 

こ
の
時
期
の
公
正
取
引
委
員
会
の
文
書
取
扱
に
関
す
る
規
程
で
、
管
見
の
限
り
、
確

認
で
き
た
の
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

① 

「
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
文
書
取
扱
規
程
」（
昭
和
二
二
年
九
月
一
日
）
15 

② 

「
公
正
取
引
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
」（
昭
和
三
四
年
一
一
月
一
日 

公
正
取
引
委

員
会
訓
令
第
三
号
）
16 

③ 

「
公
正
取
引
委
員
会
文
書
保
存
年
限
規
程
」（
昭
和
三
四
年
八
月
一
日 

公
正
取
引

委
員
会
訓
令
第
二
号
）
17 

④ 

「
公
正
取
引
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
」（
昭
和
五
八
年
四
月
六
日 

公
正
取
引
委
員

会
訓
令
第
五
号
）
18 

⑤ 

「
公
正
取
引
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
」（
昭
和
五
八
年
七
月
四
日 

公
正
取
引
委
員

会
訓
令
第
七
号
）
19 

 

こ
の
時
期
の
文
書
管
理
規
程
の
な
か
で
、
④
の
規
程
は
常
用
漢
字
表
の
改
定
に
伴
う

規
程
の
一
部
改
正
で
あ
り
、
⑤
に
つ
い
て
は
新
た
に
審
議
官
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ

る
決
裁
及
び
回
覧
順
序
の
変
更
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
質
的
な
文
書
管
理
に
影

響
を
与
え
る
変
更
と
ま
で
は
言
え
な
い
た
め
、
考
察
の
対
象
か
ら
除
き
、
①
②
及
び
③

に
絞
る
こ
と
と
す
る
。 

①
は
、
組
織
の
設
立
に
際
し
、
文
書
の
取
扱
を
定
め
た
も
の
で
、
第
一
章
総
則
、
第

二
章
文
書
の
接
受
及
び
配
布
、
第
三
章
文
書
の
調
整
及
び
処
理
、
第
四
章
文
書
の
発
送
、

第
五
章
文
書
の
編
纂
及
保
存
か
ら
な
る
。
全
三
五
条
中
、
第
三
二
条
で
完
結
文
書
の
総

務
課
で
の
集
中
管
理
を
規
定
し
て
い
る
。
第
三
五
条
で
保
存
期
間
は
別
に
定
め
る
と
し

て
い
る
が
、
文
書
は
添
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
文
書
廃
棄
の
項
目
は
見
当
た
ら
ず
、
完
結
後
、
編
纂
文
書
発
送
簿
に
登
録
の

上
、
総
務
部
に
送
付
、
編
纂
文
書
処
理
簿
に
登
録
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
総
務
部

に
送
付
さ
れ
た
文
書
は
各
部
別
に
区
分
、
年
毎
に
類
別
し
て
目
録
を
つ
け
、
編
纂
し
て

保
存
す
る
。 

次
に
②
を
み
て
い
く
が
、
全
六
〇
条
と
条
数
も
増
え
、
①
の
第
三
章
が
②
で
は
第
三

章
起
案
、
第
四
章
決
裁
、
第
五
章
回
覧
、
第
六
章
官
報
掲
載
、
と
細
分
化
さ
れ
た
ほ
か
、

第
八
章
に
秘
密
文
書
の
扱
い
の
章
が
で
き
、
①
で
一
条
で
あ
っ
た
も
の
が
②
で
一
四
条

と
、
よ
り
厳
密
な
取
扱
と
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
編
纂
及
び
保
存
の
章
は
、
整
理
、
保



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
49
号 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 

七 

存
、
貸
出
、
雑
則
と
詳
細
化
し
て
い
る
。 

第
二
条
で
公
正
取
引
委
員
会
に
お
い
て
作
成
す
る
文
書
を
以
下
の
よ
う
に
区
分
す
る
。 

 
 

 

規
則
・
告
示
・
訓
令
・
命
令
・
勧
告
・
審
判
開
始
決
定
・
決
定
・
告
発
・
申
立
・

審
決
案
・
審
決
・
訴
状
・
上
告
・
嘱
託
・
認
可
・
受
理
・
期
間
延
長
・
公
表
・
報

告
・
意
見
・
同
意
・
協
議
・
処
分
請
求
・
雑
（
通
達
・
証
明
・
通
知
・
回
答
・
上

申
・
資
料
等
）。 

 
 

各
課
に
は
文
書
主
任
官
が
置
か
れ
、
文
書
原
簿
、
文
書
受
授
名
簿
及
び
文
書
の
発
送

依
頼
簿
を
備
え
、
当
該
課
ま
た
は
文
書
の
受
授
、
整
理
、
保
管
等
の
責
に
任
ず
る
ほ
か
、

こ
れ
ら
の
文
書
の
審
査
、
進
達
等
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
文
書
の
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
第
五
九
条
で
、
保
存
期
間
が
満
了
し
、
ま
た
は
保

存
の
必
要
の
な
く
な
っ
た
文
書
は
目
録
を
作
成
し
、
主
務
部
課
長
に
合
議
の
上
、
廃
棄

す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
同
条
第
２
項
で
は
保
存
期
間
が
満
了
し
た
文
書
で
も
、
な

お
必
要
な
も
の
は
、
期
間
を
定
め
て
、
こ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た

（
総
務
課
長
へ
の
委
任
）
。 

 

そ
し
て
、
②
に
先
行
し
て
運
用
さ
れ
た
③
に
お
い
て
は
、
公
正
取
引
委
員
会
で
作
成

ま
た
は
収
受
し
た
文
書
は
、
以
下
の
定
め
る
区
分
に
よ
っ
て
保
存
す
る
も
の
と
規
定
さ

れ
た
。 

  
 

第
一
類
（
永
久
保
存
す
べ
き
も
の
） 

 
 

 
 

１ 

法
令
の
制
定
に
関
す
る
文
書 

 
 

 
 

２ 

委
員
会
議
事
録 

 
 

 
 

３ 

審
決
に
関
す
る
文
書 

 
 

 
 

４ 

訴
訟
に
関
す
る
文
書 

 
 
 
 

５ 

前
各
号
に
あ
げ
る
も
の
の
ほ
か
永
久
保
存
を
必
要
と
す
る
文
書 

 
 

第
二
類
（
二
〇
年
間
保
存
す
べ
き
も
の
） 

 
 
 
 

１ 

府
令
、
規
則
お
よ
び
告
示
の
制
定
に
関
す
る
文
書 

 
 
 
 

２ 

訓
令
お
よ
び
通
達
に
関
す
る
文
書
で
重
要
な
も
の 

 
 
 

３ 

法
令
の
解
釈
ま
た
は
運
用
に
関
す
る
文
書
で
重
要
な
も
の 

 
 
 
 

４ 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
二
〇
年
保
存
を
必
要
と
認
め
る
文
書
。 

 
 
 
 

（
後
略
） 

 

（
二
）
第
二
期
：
情
報
公
開
法
施
行
後
（
平
成
一
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
公
文
書
管
理

法
施
行
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
）
ま
で 

 

平
成
一
三
年
の
情
報
公
開
法
の
施
行
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
独
自
に
行
わ
れ
て
い
た
各

行
政
機
関
の
文
書
管
理
規
程
は
一
新
さ
れ
、
そ
の
運
用
は
「
行
政
文
書
の
管
理
方
策
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
」（
平
成
一
二
年
二
月
二
五
日
各
省
庁
事
務
連
絡
会
議

申
合
せ
）
に
沿
っ
て
行
う
も
の
と
さ
れ
た
20

。
そ
し
て
、
こ
れ
を
受
け
て
公
正
取
引
委

員
会
で
も
新
た
に
「
公
正
取
引
委
員
会
に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
定
め
」

（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
訓
令
第
一
号
）
が
制
定
さ
れ
た

21

。 

 

ま
ず
、
公
正
取
引
委
員
会
に
お
け
る
行
政
文
書
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
事
務
総

局
に
総
括
文
書
管
理
者
、
各
課
等
に
文
書
管
理
者
及
び
文
書
管
理
担
当
者
を
置
く
こ
と

に
な
っ
た
。 

 

そ
の
第
四
条
で
は
、
行
政
文
書
の
分
類
基
準
は
、
大
分
類
、
中
分
類
及
び
小
分
類
の

三
段
階
と
し
、
原
則
と
し
て
、
大
分
類
は
官
房
、
局
、
部
、
地
方
事
務
所
又
は
支
所
、

中
分
類
は
課
、
室
内
は
官
、
小
分
類
は
、
係
と
す
る
と
あ
り
、
内
容
で
は
な
く
部
局
ご

と
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

な
お
、
こ
の
時
期
か
ら
保
存
期
間
の
永
久
保
存
は
な
く
な
り
、
最
大
で
三
〇
年
と
さ
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れ
た
。
そ
の
保
存
期
間
の
分
類
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 

 

第
一
類 
保
存
期
間
三
〇
年
の
も
の 

 
 

１ 

法
律
、
政
令
、
府
省
令
、
規
則
、
告
示
の
制
定
・
改
廃
の
決
裁
文
書 

 
 

２ 

行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
定
め 

 
 

３ 

公
益
法
人
の
設
立
許
可
の
決
裁
文
書 

 
 

４ 

訴
訟
に
関
す
る
文
書
（
公
正
取
引
委
員
会
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
も
の
） 

 
 

５ 

決
裁
簿 

 
 

６ 

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿 

 
 

７ 

公
印
の
制
定
、
改
正
又
は
廃
止
を
行
う
た
め
の
決
裁
文
書 

 
 

８ 

委
員
会
議
事
録 

 
 

９ 

独
占
禁
止
法
に
も
と
づ
く
審
決
の
決
裁
文
書 

 
 

10 

景
品
表
示
法
に
も
と
づ
く
排
除
命
令
の
決
裁
文
書 

 
 

11 

下
請
法
に
基
づ
く
勧
告
の
決
裁
文
書 

 
 

12 

上
記
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
行
政
文
書
と
同
程
度
の
保
存
期
間

が
必
要
と
認
め
た
も
の 

（
後
略
） 

  

第
一
類
の
７
ま
で
は
、
「
行
政
文
書
の
管
理
方
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い

て
」
別
表
（
行
政
文
書
の
最
低
保
存
期
間
基
準
）
に
準
拠
し
、
８
か
ら
11
は
平
成
一
三

年
以
前
に
永
久
保
存
と
さ
れ
て
い
た
文
書
を
加
え
た
も
の
で
、
委
員
会
独
自
の
項
目
と

い
え
る
。
従
前
に
、
二
〇
年
保
存
と
さ
れ
た
文
書
の
多
く
は
三
〇
年
保
存
に
組
み
込
ま

れ
、
一
部
は
一
〇
年
保
存
と
さ
れ
た
。 

 

文
書
の
廃
棄
等
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
で
保
存
期
間
（
延
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
延
長
後
の
保
存
期
間
）
が
満
了
し
た
行
政
文
書
は
、
国
立
公
文
書
館
に
移
管
す
る

も
の
を
除
き
、
廃
棄
す
る
と
さ
れ
、
第
二
項
で
は
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
す
る
場
合

は
、
事
前
に
総
括
文
書
管
理
者
の
承
認
を
受
け
た
上
で
移
管
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
第
三
項
で
は
、
保
存
期
間
が
満
了
す
る
前
に
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別

の
事
由
が
生
じ
た
場
合
は
、
事
前
に
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
の
承
認
を
受
け
た
上
で

廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
行
政
文
書
の
タ
イ
ト
ル
、
当
該
特
別
の
事

由
、
廃
棄
し
た
年
月
日
等
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
た
。 

 

平
成
一
七
年
六
月
三
〇
日
、「
移
管
基
準
」
と
呼
ば
れ
る
国
立
公
文
書
館
法
第
一
五
条

第
一
項
に
基
く
「
定
め
」
が
改
正
さ
れ
た
。
詳
細
は
第
二
章
第
一
節
に
ゆ
ず
る
が
、
こ

れ
に
伴
う
「
公
正
取
引
委
員
会
に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
定
め
」
自
体
の

変
更
は
な
か
っ
た
。
第
二
期
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
三
年
年
度
か
ら
一
六
年
度
ま
で
を

前
期
と
し
、
一
七
年
度
以
降
二
二
年
度
ま
で
を
後
期
と
区
分
す
る
。 

 

（
三
）
第
三
期
：
公
文
書
管
理
法
施
行
後
（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
現
在
ま
で 

平
成
二
三
年
の
公
文
書
管
理
法
の
施
行
に
伴
い
「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
が
定
め
ら
れ
た
22

。
こ
れ

に
よ
り
、
各
行
政
機
関
の
文
書
管
理
規
定
は
再
び
、
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
公

正
取
引
委
員
会
で
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
「
公
正
取
引
委
員
会
に
お
け
る
行
政

文
書
の
管
理
に
関
す
る
定
め
」
（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
公
正
取
引
委
員
会
訓
令
第
一

号
）
が
制
定
さ
れ
た
23

。
そ
の
第
一
〇
条
に
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
は
、
公
正
取
引
委

員
会
の
事
務
及
び
事
業
の
性
質
、
内
容
に
応
じ
て
系
統
的
に
分
類
し
、
分
か
り
や
す
い

名
称
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
件
に
関
し
て
、「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
は
次
の
よ
う

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
は
、
当
該
行
政
機
関
の
事
務
及
び
事
業
の
性
質
、
内
容
等
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九 

に
応
じ
て
系
統
的
（
三
段
階
の
階
層
構
造
）
に
分
類
し
分
か
り
や
す
い
名
称
を
付

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 
 そ

し
て
、
具
体
的
な
分
類
方
法
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
に
方
法
を
定
め
て
い
る
。 

  
 

各
々
の
職
員
は
、
自
ら
現
物
の
行
政
文
書
を
確
認
し
な
が
ら
三
段
階
の
階
層
構
造

を
行
う
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
ま
ず
、
相
互
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
行

政
文
書
を
一
の
集
合
物
（
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
）
に
ま
と
め
て
小
分
類
と
し
、
②

次
に
そ
の
小
分
類
を
ま
と
め
て
中
文
類
と
し
、
③
さ
ら
に
そ
の
中
分
類
を
ま
と
め

て
大
分
類
と
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。 

  

す
な
わ
ち
、
部
局
ご
と
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
第
二
期
と
異
な
り
、
第
３
期
は

そ
の
業
務
と
内
容
に
よ
っ
て
大
中
小
分
類
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。 

 

こ
の
点
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
検
索
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
検
索
を
行
っ
た

際
に
も
窺
え
る
24

。
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
正
取
引
委
員
会
に
絞
っ
て
「
委
員
会
議
事

録
」
を
検
索
し
た
場
合
、
例
え
ば
、「
旧
管
理
簿
」
に
属
す
る
「
委
員
会
議
事
録
（
平
成

一
五
年
一
月
）
」
の
大
分
類
は
「
官
房
」
、
中
分
類
は
「
総
務
課
」
と
な
っ
て
お
り
、
第

二
期
の
部
局
別
に
よ
る
分
類
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
新
管
理
簿
」
の
同
種
類
の

文
書
と
考
え
ら
れ
る
「
平
成
二
六
年
四
月
委
員
会
議
事
録
」
の
大
分
類
は
「
委
員
会
議

事
」
、
中
分
類
は
「
委
員
会
議
事
録
」
と
な
っ
て
お
り
、
第
三
期
の
業
務
内
容
に
基
づ
い

た
分
類
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
大
分
類
・
中
分
類
の
分
類
が
、
時
期
ご
と
に
規

定
に
沿
っ
た
形
で
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。 

 

保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
示
さ
れ

た
保
存
期
間
基
準
に
準
拠
し
、委
員
会
独
自
の
文
書
を
組
み
込
ん
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。 

  

保
存
期
間
三
〇
年
の
も
の 

 
 

１ 

法
律
の
制
定
又
は
改
廃
及
び
そ
の
経
緯 

 
 

２ 

条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
締
結
及
び
そ
の
経
緯 

 
 

３ 

政
令
の
制
定
又
は
改
廃
及
び
そ
の
経
緯 

 
 

４ 

内
閣
府
令
，
省
令
そ
の
他
の
規
則
の
制
定
又
は
改
廃
及
び
そ
の
経
緯 

 
 

５ 

閣
議
の
決
定
又
は
了
解
及
び
そ
の
経
緯 

 
 

10 

独
占
禁
止
法
違
反
事
件
の
審
査
及
び
そ
の
経
緯 

 
 

11 

下
請
法
違
反
事
件
の
調
査
及
び
そ
の
経
緯
（
う
ち
、
(1)
下
請
法
違
反
事
件
の

調
査
に
関
す
る
重
要
な
経
緯
） 

 
 

19 

文
書
の
管
理
等
に
関
す
る
事
項
（
う
ち
、
決
裁
簿
、
移
管
・
廃
棄
簿
） 

 
 
 

（
後
略
） 

  

移
管
と
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
第
一
六
条
に
お
い
て
、
保
存
期
間
の
満
了
前
の
で
き
る

限
り
早
い
時
期
に
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
国
立

公
文
書
館
等
へ
の
移
管
の
措
置
を
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
廃
棄
の
措
置
を
と

る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
ま
た
、
保
存
期
間
が
満
了
し

た
行
政
文
書
等
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
府
に
協
議
し
、
そ

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
以
前
ま
で
の
時
期
と
異
な

り
文
書
作
成
者
の
判
断
だ
け
で
文
書
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。 

以
上
三
つ
の
時
期
区
分
ご
と
の
保
存
期
間
の
変
化
を
示
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。 

時
期
区
分
に
よ
り
、
保
存
期
間
が
増
減
す
る
場
合
が
あ
り
、
特
に
第
二
機
、
第
三
期

は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
り
標
準
的
な
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
依
拠
し

て
変
更
に
な
る
も
の
が
あ
る
（
国
会
に
関
す
る
も
の
が
五
年
か
ら
一
〇
年
に
延
び
た
り
、
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表２ 公正取引委員会文書保存年限の変化 

 
昭和34.11.1公正取引委員会文書
取扱規程

平成13.3.29公正取引委員会にお
ける行政文書の管理に関する定め

第１類（永久保存すべきもの） 第１類　保存期間30年のもの 保存期間30年のもの 保存期間10年のもの 保存期間５年のもの

１ 法律の制定又は改廃及びその経緯

３ 政令の制定又は改廃及びその経緯

４ 内閣府令，省令その他の規則の制定
又は改廃及びその経緯

２ 行政文書の管理に関する定め

３ 公益法人の設立許可の決裁文書 ９ 法人の権利義務の得喪及びその経緯
（(2)(3)を除く）

４　訴訟に関する文書 ４ 訴訟に関する文書（公正取引委員
会が当事者となっているもの）

８ 個人の権利義務の得喪及びその経緯
（(2)を除く）

8 個人の権利義務の得喪及びその経緯（うち
(2)行政手続法第２条第３号の許認可等に関す
る重要な経緯）

５ 決裁簿 19 文書の管理等に関する事項（うち、決
裁簿、移管・廃棄簿）

６ 行政文書ファイル管理簿
常用（無期限）

７ 公印の制定、改正又は廃止を行う
ための決裁文書

２　委員会議事録 ８ 委員会議事録

３　審決に関する文書 ９ 独占禁止法にもとづく審決の決裁文
書

10 独占禁止法違反事件の審査及びそ
の経緯

10 景品表示法にもとづく排除命令の
決裁文書 →消費者庁

11 下請法に基づく勧告の決裁文書 11 下請法違反事件の調査に関する重要な経
緯

５ 前各号にあげるもののほか永久保
存を必要とする文書

　 12 上記に掲げるもののほか、これらの
行政文書と同程度の保存期間が必要
と認めたもの

２ 条約その他の国際約束の締結及びそ
の経緯

５ 閣議の決定又は了解及びその経緯

第２類（20年間保存すべきもの）

１ 府令、規則および告示の制定に関
する文書

３ 法令の解釈または運用に関する文
書で重要なもの

２　訓令および通達に関する文書で重
要なもの

４ 前各号に掲げるもののほか20年保
存を必要と認める文書。

第３類（10年間保存すべきもの） 第２類　保存期間10年のもの 保存期間30年のもの

１ 運用基準の作成・改廃の決裁文書 １ 法律の制定又は改廃及びその経緯

３ 政令の制定又は改廃及びその経緯

４ 内閣府令，省令その他の規則の制定
又は改廃及びその経緯 保存期間10年のもの

１ 訓令及び通達に関する文書（第２
類第２号のものを除く）

２ 訓令・通達の決裁文書 13 告示，訓令及び通達の制定又は改廃
及びその経緯

２ 法令の解釈または運用に関する文
書（第２類第３号のものを除く）

３ 独占禁止法関係の協定の締結に関
する文書

12 職員の人事に関する事項（うち人事
評価実施規程の制定又は変更及びその
経緯）

４　受理に関する文書 ４ 表彰の決裁文書 17 栄典又は表彰に関する事項

５ 不問処分に決定された事件に関
する文書

５ 国際会議の資料のうち重要なもの ６ 関係行政機関の長で構成される会議
の決定又は了解及びその経緯

３ 認可、協議、同意、申請、届出に
関する文書で重要なもの

６ 概算要求資料 14 予算及び決算に関する事項

７ 公正競争規約の認定の決裁文書
→消費者庁

７ 複数の行政機関による申合せ及びそ
の経緯

６ 前各号に掲げるもののほか10年保
存を必要と認める文書

８ 上記に掲げるもののほか、これらの
行政文書と同程度の保存期間が必要
と認められたもの

15 機構及び定員に関する事項

16 政策評価に関する事項

第４類（５年間保存すべきもの） 第３類　保存期間５年のもの

１ 年次報告の決裁文書
保存期間５年のもの

１ 認可、協議、同意、申請および届
出に関する文書（第３類第3号を除
く。）

２ 公益法人の事業報告書 9 法人の権利義務の得喪及びその経緯（うち
⑵許認可等に関する重要な経緯、⑶不利益処
分に関する重要な経緯）

２ 法令に基づく処分請求に関する文
書

３ 運用基準に基づく文書による事前
相談に対する回答の決裁文書

３ 勧告に関する文書（下請代金支払
遅延等防止法の規定によるもの）

４ 予算決算および会計令（昭和22年
勅令第165号）第22条に規定する書類

14 予算及び決算に関する事項（うち⑵歳入及
び歳出の決算報告書並びに国の債務に関す
る計算書の作製その他の決算に関する重要な
経緯）

８　保存文書廃棄目録 ５ 文書収受・発送に関する帳簿 19 文書の管理等に関する事項の受付簿

６ 国会に対する意見書、報告書、答
弁書その他国会に関する資料

６ 国会説明資料のうち重要なもの 18 国会及び審議会等における審議等に
関する事項

７　嘱託に関する文書 ７ 独占禁止協力協定に基づく通報

４ 立件しないことに決定された予備
調査に関する文書

８ 合併受理の決裁文書

５　聴聞会または公聴会に関する文書 ９ 会議資料のうち重要なもの

10 実態調査報告書のうち重要なもの 10 独占禁止法違反行為を未然に防止するた
めの措置に関する事項の実態調査

11 出張命令・依頼簿 11 下請法違反行為を未然に防止するための
措置に関する事項の実態調査

12 出勤簿・休暇簿

９ 前各号に掲げるもののほか、５年
保存を必要と認める文書

13 上記に掲げるもののほか、これらの
行政文書と同程度の保存期間が必要
と認めたもの

※網掛けは委員会独自の業務を示す。

平成23.4.1公正取引委員会における行政文書の管理に関する定め

１　法令の制定に関する文書 １ 法律、政令、府省令、規則、告示の
制定・改廃の決裁文書

13 告示，訓令及び通達の制定又は改廃
及びその経緯
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一
一 

二
〇
年
保
存
の
訓
令
が
一
〇
年
保
存
に
変
更
さ
れ
た
り
、
三
〇
年
保
存
の
告
示
が
一
〇

年
に
変
更
さ
れ
た
り
）。
所
管
行
政
に
係
る
業
務
で
見
て
い
く
と
、
独
占
禁
止
法
の
審
決

書
に
つ
い
て
は
、
永
久
・
三
〇
年
保
存
で
一
貫
し
て
お
り
、
大
き
な
変
更
は
見
ら
れ
な

い
25

。
記
載
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
第
二
期
の
「
景
品
表
示
法
に
基
く
排
除
命
令
の
決

裁
文
書
」「
公
正
競
争
規
約
の
認
定
の
決
裁
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
九
年
法
律
の

消
費
者
庁
へ
の
所
管
替
え
に
よ
り
、
対
象
文
書
が
引
き
継
が
れ
た
こ
と
か
ら
、
公
文
書

管
理
法
施
行
の
第
三
期
の
記
載
か
ら
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。 

第
二
章 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
の
特
徴 

 

第
一
節 

移
管
基
準
の
変
遷
と
移
管
実
績 

 

第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
公
正
取
引
委
員
会
の
業
務
に
お
い
て
文
書
が
作
成
さ
れ
、

保
存
さ
れ
た
文
書
の
中
か
ら
、
各
時
期
の
移
管
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
国
立
公
文

書
館
に
文
書
が
移
管
さ
れ
て
い
く
。
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
移
管
さ
れ
、
国
立
公
文
書

館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
上
に
目
録
情
報
が
登
載
さ
れ
て
い
る
簿
冊
は
、
一
五
一
八
冊

（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
現
在
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
開
館
以
後
情
報
公

開
法
が
施
行
さ
れ
る
以
前
に
あ
た
る
第
一
期
に
移
管
さ
れ
た
の
は
「
過
度
経
済
力
集
中

排
除
法
手
続
記
録
」
四
三
六
冊
（
昭
和
六
一
年
度
移
管
）
の
み
26

で
あ
る
の
で
、
こ
れ

を
除
い
た
年
度
ご
と
の
移
管
数
を
示
し
た
の
が
表
３
で
あ
る
。 

移
管
数
が
一
桁
台
か
ら
二
桁
、
三
桁
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
が
、

こ
れ
が
移
管
制
度
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
前
述
し
た
三
つ
の
時
期
区
分

に
基
づ
き
、
確
認
し
て
み
た
い
27

。 

 

（
一
）
第
一
期
：「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報

の
公
開
に
関
す
る
法
律
」
（
情
報
公
開

法
）
施
行
以
前
（
～
平
成
一
三
年
三
月

三
一
日
） 

こ
の
時
期
の
国
立
公
文
書
館
の
文
書
の
移
管

基
準
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
こ
の
時
期
の
受
け

入
れ
基
準
は
、「
公
文
書
館
等
の
国
立
公
文
書
館

へ
の
移
管
及
び
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
公
開

措
置
の
促
進
に
つ
い
て
」
（
昭
和
五
五
年
）
に

よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
28

。 

 

①  

当
該
省
庁
の
文
書
管
理
規
則
等
に

よ
り
「
永
年
保
存
」
と
定
め
ら
れ
て

い
る
も
の
（
移
管
完
了
の
時
期
・
作

成
後
三
〇
年
） 

②  

当
該
省
庁
の
文
書
管
理
規
則
等
に

よ
り
有
期
限
の
保
存
期
間
が
定
め
ら

れ
て
い
る
も
の
で
、
国
立
公
文
書
館

に
移
管
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
（
移
管
完
了
の
時
期
、
保
存

期
間
満
了
後
一
年
〔
た
だ
し
作
成
後

三
〇
年
を
超
え
な
い
時
期
〕
） 

③  
当
該
省
庁
の
文
書
管
理
規
則
等
に

保
存
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
も

の
で
、
国
立
公
文
書
館
に
移
管
の
必

 

表３ 平成 13 年度以降の公正取引委員会移管実績 

第 ２ 期 時期 

区分 前期 後期 

第 ３ 期 合計

年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26  

冊数 2 2 2 7 26 34 51 37 59 163 265 220 127 87 1,082

※上項目が保存期間満了年度（平成）を示す。下の項目が、移管冊数を示す。 

※移管基準が修正された平成 17 年を画期として第２期を前期/後期と表示した。 
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北
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丸
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第
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号 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 

一
二 

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
移
管
完
了
の
時
期
、
相
当
と
認
め
ら
れ
る

時
期
〔
た
だ
し
作
成
後
三
〇
年
を
超
え
な
い
時
期
〕
） 

こ
の
時
期
の
も
の
で
、
平
成
二
八
年
一
〇
月
現
在
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ

イ
ブ
上
に
登
録
さ
れ
て
い
る
公
正
取
引
委
員
会
の
移
管
資
料
群
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
昭
和
六
一
年
度
に
移
管
さ
れ
た
「
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
手
続
記
録
」
四
三
六
冊

が
あ
り
、
企
業
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ら
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
文
書
が
移
管
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
数
は
、
全
部
で
三
二
二
社
29

に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。
昭
和
二
三
年
二
月
、

持
株
会
社
整
理
委
員
会
は
、「
過
度
の
経
済
力
集
中
に
関
す
る
基
準
を
公
示
」
し
、
鉱
工

業
の
二
五
七
社
、
配
給
サ
ー
ビ
ス
会
社
六
八
社
、
計
三
二
五
社
を
過
度
経
済
力
集
中
排

除
法
に
よ
り
指
定
す
る
30

。
こ
こ
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
全
て
の
企
業
の
手
続
き
文
書
が
国
立
公
文
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
資
料
群
は
、
日
本
の
財
閥
解
体
の
一
環
と
し
て
昭
和
二
二
年
に
成
立

し
た
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
を
実
施
す
る
機
関
で
あ
る
持
株
会
社
整
理
委
員
会
が
指

定
し
た
企
業
か
ら
再
編
成
計
画
等
を
提
出
さ
せ
、
調
査
検
討
を
行
っ
た
記
録
で
あ
る
。

持
株
会
社
整
理
委
員
会
等
文
書
31

五
〇
六
四
冊
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
六
年
総
理
府
か

ら
移
管
を
受
け
た
が
、
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
第
二
六
条
の
規
定
に
従
い
、
逐
次
公

正
取
引
委
員
会
の
所
管
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
り
、
公

正
取
引
委
員
会
か
ら
移
管
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
業
務
を
担
っ
た
組

織
の
記
録
と
対
象
と
な
っ
た
企
業
記
録
と
が
当
館
の
書
庫
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。 個

別
の
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
一
例
を
あ
げ
る
と
32

、
簿
冊
は
大
き
く
正
式
記
録
並

び
に
証
拠
書
類
及
び
そ
の
他
の
資
料
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
に
は
、
指
定
通
知
書
、
出

頭
届
、
再
編
成
計
画
書
、
説
明
書
、
決
定
指
令
、
手
続
終
結
指
令
が
含
ま
れ
、
後
者
に

は
調
査
表
、
陳
述
書
が
含
ま
れ
る
。
「
事
実
の
確
認
に
よ
る
資
料
」
の
中
に
委
員
会
が
、

対
象
会
社
の
事
業
並
び
に
同
社
の
対
外
業
界
に
お
け
る
地
位
に
関
し
、
同
社
が
提
出
し

た
全
書
類
と
資
料
を
審
査
し
、
か
つ
独
自
の
調
査
を
し
た
結
果
、
過
度
の
経
済
力
の
集

中
を
持
つ
と
判
断
し
た
場
合
、
事
業
の
分
割
を
命
じ
る
こ
と
に
な
る
。
資
料
に
は
提
出

資
料
と
調
査
資
料
か
ら
判
明
し
た
設
備
資
産
や
生
産
力
、
従
業
員
数
、
来
歴
等
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
同
社
と
そ
の
関
連
企
業
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
大
量
の
資
料
の
最
後
に
、

手
続
き
が
完
了
し
た
指
令
「
集
排
法
手
続
き
終
結
指
令
通
達
」
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
整

備
計
画
認
可
申
請
書
、
企
業
再
建
整
備
法
施
行
規
則
に
よ
る
整
備
計
画
認
可
申
請
書
添

付
書
類
、
関
連
会
社
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
（
有
価
証
券
届
出
書
、
同
報
告
書
）
等
が

綴
ら
れ
て
い
る
。 

 （
二
）
第
二
期
：
情
報
公
開
法
施
行
後
（
平
成
一
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
公
文
書
管
理

法
施
行
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
）
ま
で 

 

情
報
公
開
法
が
施
行
さ
れ
た
平
成
一
三
年
以
降
数
冊
の
移
管
が
続
き
、
平
成
一
七
年

度
に
三
〇
冊
弱
に
増
加
、
第
三
期
直
前
の
平
成
二
二
年
度
に
は
三
ケ
タ
台
に
移
管
数
が

増
加
し
て
い
る
。 

こ
の
時
期
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
文
書
の
移
管
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
、
三
つ
の
決

定
及
び
申
し
合
わ
せ
に
依
拠
し
て
い
る
。 

 


 

「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
の
必
要
な
措
置

に
つ
い
て
」
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日 

閣
議
決
定
） 


 

「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置

に
つ
い
て
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
の
実
施
に
つ
い
て
」（
平
成

一
三
年
三
月
三
〇
日
各
省
庁
官
房
長
等
申
合
わ
せ
） 


 

「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置

に
つ
い
て
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
等
の
運
用
に
つ
い
て
」（
平

成
一
三
年
三
月
三
〇
日
文
書
課
長
等
申
合
わ
せ
）
33 
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一
三 

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
平
成
一
三
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
移
管
対
象

は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

① 
国
政
上
の
重
要
事
項
等
に
係
る
意
思
決
定
を
行
う
た
め
の
決
裁
文
書 

② 

国
政
上
の
重
要
事
項
等
に
係
る
意
思
決
定
に
基
づ
く
当
該
行
政
機
関
の
事

務
及
び
事
業
の
実
績
が
記
録
さ
れ
た
も
の 

③ 

昭
和
二
〇
年
ま
で
に
作
成
・
取
得
さ
れ
た
文
書 

 

ま
た
、
①
②
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
庁
文
書
課
長
等
申
し
合
わ
せ
の
別
表
（
保
存
期

間
別
に
移
管
基
準
設
定
さ
れ
た
も
の
）
が
判
断
の
指
針
と
さ
れ
た
。 

し
か
し
、
平
成
一
七
年
六
月
三
〇
日
に
は
、
各
府
省
庁
官
房
長
等
申
合
わ
せ
及
び
各

府
省
庁
文
書
課
長
等
の
申
合
わ
せ
の
改
訂
が
行
わ
れ
た
34

。
こ
の
結
果
、
よ
り
分
か
り

や
す
い
類
型
的
に
定
型
化
さ
れ
た
移
管
基
準
が
設
け
ら
れ
、
移
管
対
象
文
書
は
前
述
に

加
え
、
次
の
と
お
り
と
な
っ
た
35

。 

 

④ 

保
存
期
間
が
三
〇
年
以
上
経
過
し
た
文
書
。 

⑤ 

閣
議
請
議
に
関
す
る
文
書 

⑥ 

事
務
次
官
以
上
の
決
裁
文
書 

⑦ 

広
報
資
料
で
本
府
省
庁
が
保
有
し
て
い
る
も
の 

⑧ 

文
書
閲
覧
制
度
に
基
づ
き
閲
覧
目
録
に
登
載
さ
れ
た
文
書 

⑨ 

予
算
書
、
決
算
書
、
年
次
報
告
書
等
で
毎
年
又
は
隔
年
等
定
期
的
に
作
成
さ 

れ
る
文
書 

⑩ 

内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
た
特
定
の
国
政
上
の
重
要
事
項
に
関
し
て
作
成 

さ
れ
た
文
書 

 

な
お
、
①
②
に
つ
い
て
は
、
全
面
改
正
さ
れ
た
各
府
省
課
長
等
申
し
合
わ
せ
の
別
表

（
二
三
の
分
類
区
分
と
そ
れ
に
対
応
す
る
具
体
的
な
文
書
類
型
が
示
さ
れ
た
も
の
）
が

判
断
の
指
針
と
さ
れ
た
。 

移
管
数
の
増
加
の
画
期
が
平
成
一
七
年
度
で
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
移
管
基
準
の
改
正

が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
新
た
に
加
え
ら
れ
た
定
型
的
な
基
準
が
、
移
管
対

象
と
な
る
文
書
を
判
断
し
や
す
く
し
た
と
い
え
る
。 

 

そ
こ
で
、
も
う
少
し
細
か
く
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
文
書
が
移
管
さ
れ
た
か
に
つ
い

て
見
て
い
く
。
第
二
期
の
移
管
実
績
に
つ
い
て
詳
細
を
見
る
た
め
に
、
移
管
文
書
を
そ

の
タ
イ
ト
ル
か
ら
判
断
し
て
、
平
成
一
七
年
に
改
正
さ
れ
た
各
府
省
庁
文
書
課
長
等
申

合
せ
別
表
の
分
類
区
分
等
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
表
４
の
よ
う
に
な
る
。 

表４ 文書類型別移管実績（第２期：平成 13～22 年度保存

期間満了分） 

移管計画年度 
分類区分 

H13-16 H17-22 
合計 

法令 - 108 108 

予算・決算関係 - 73 73 

政策評価 - 4 4 

国際条約等関係 - 3 3 

組織・定員関係 - 2 2 

審議会等関係 - 13 13 

国会関係 - 14 14 

法人関係 - 6 6 

調査・研究関係 - 13 13 

所管行政 3 65 68 

その他 - 21 21 

広報資料 6 34 40 

年次報告書等関係 4 14 18 

合 計 13 370 383 
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ま
ず
平
成
一
三
年
度
か
ら
一
貫
し
て
「
年
次
報
告
」
が
移
管
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
は

第
三
期
で
も
同
様
で
あ
る
）。
そ
の
他
の
も
の
と
し
て
は
、
再
販
制
度
に
関
す
る
文
書
が

移
管
さ
れ
て
い
る
。
平
成
一
三
年
度
に
「
再
販
指
定
告
示
の
改
正
関
係
資
料
（
昭
和
四

六
年
度
）
」、
平
成
一
四
年
度
に
、
同
資
料
（
昭
和
四
七
年
度
）、
平
成
一
五
年
度
に
「
昭

和
四
八
年
再
販
関
係
決
裁
綴
」
が
そ
れ
ぞ
れ
移
管
さ
れ
て
い
る
（
平
成
一
六
年
度
に
は

移
管
は
な
し
）。
こ
の
ほ
か
、
平
成
一
六
年
度
に
は
ま
と
め
て
六
冊
の
「
新
聞
発
表
文
Ｈ

一
三
・
四
・
二
～
Ｈ
一
三
・
七･
三
一
」
「
平
成
一
五
年
度
広
報
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
等

の
広
報
関
係
資
料
が
移
管
さ
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
、
平
成
一
七
年
度
か
ら
平
成
二
二
年
度
に
か
け
て
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
る

文
書
が
増
大
し
、
そ
の
種
類
も
増
大
し
て
い
く
。
表
４
か
ら
平
成
一
七
年
度
以
降
の
移

管
文
書
が
、
そ
れ
ま
で
と
異
な
り
、
数
だ
け
で
な
く
多
様
な
種
類
の
も
の
が
移
管
さ
れ

て
い
る
の
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
法
令
」「
予
算
・
決
算
関
係
」「
所
管
行
政
」

「
広
報
資
料
」
に
該
当
す
る
も
の
は
、
歴
史
公
文
書
等
と
考
え
ら
れ
や
す
か
っ
た
た
め

か
期
間
中
、
一
貫
し
て
移
管
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の

は
、
例
え
ば
、
平
成
一
七
年
度
に
移
管
基
準
に
新
た
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
政

策
評
価
」
に
関
す
る
文
書
は
、
直
ち
に
移
管
に
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
く
、
平
成
二
〇

年
か
ら
移
管
が
始
ま
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
時
期
に
新
た
に
移
管
さ
れ
た
文
書
で
、
作
成
当
時
は
永
久
保
存
文
書
で
あ
っ
た

も
の
で
「
審
決
に
関
す
る
文
書
」
が
あ
る
。「
所
管
行
政
」
に
該
当
す
る
、
公
正
取
引
委

員
会
の
固
有
な
業
務
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
文
書
と
い
え
る
。
審
決
書
の
正
本
、
謄
本

又
は
抄
本
の
交
付
に
関
す
る
事
項
は
、
総
務
部
総
務
課
が
担
っ
て
い
た
。
公
正
取
引
委

員
会
は
、
独
占
禁
止
法
に
違
反
す
る
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
場
合
、
事
業

者
へ
の
立
入
検
査
、
事
情
聴
取
な
ど
を
行
い
、
調
査
を
実
施
す
る
。
調
査
の
結
果
、
違

反
行
為
が
あ
っ
た
場
合
は
、「
排
除
措
置
命
令
」
と
「
課
徴
金
納
付
命
令
」
と
い
う
二
つ

の
行
政
処
分
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
行
政
処
分
に
対
し
、
不
満
が
あ
る
場

合
、
審
判
請
求
が
な
さ
れ
、
審
判
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
審
判
手
続
き
を
経
た
後
、
違

反
事
実
の
有
無
等
に
応
じ
て
、
「
審
決
」
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
「
審
決
」
を
不

服
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
取
消
を
求
め
る
訴
訟
が
提
起
で
き
る
36

。 

 

具
体
的
な
例
と
し
て
、
『
審
決
書
原
本
（
昭
和
五
〇
年
度
）』
を
見
て
み
る
と
以
下
の

よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
37

。
ま
ず
、
年
及
び
番
号
が
附
さ
れ
、
「
審
決
（
書
）
」
と

題
さ
れ
、
該
当
の
会
社
と
取
締
役
氏
名
が
列
記
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。「
公
正
取
引
委
員
会
は
昭
和 

年 

月 

日
、
右
の
者
ら
に
対
し
、
私
的
独
占
の
禁

止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。）
第
四
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勧
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
右
の
者
ら
が
こ
れ
に
応
諾
し
た

の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
勧
告
と
同
趣
旨
の
審
決
を
す
る
。
」。
そ

の
後
「
主
文
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
、
勧
告
の
内
容
が
示
さ
れ
る
。
次
い
で
「
事

実
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
、
公
正
取
引
委
員
会
の
調
査
・
認
定
し
た
事
実
が
述
べ

ら
れ
る
。
最
後
に
「
法
令
の
適
用
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
る
。「
右
の
事
実
に
法
令

を
適
用
し
た
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
」
説
明
書
き
に
続
い
て
「
こ
れ
は
、
不
公
正
な

取
引
方
法
に
該
当
し
、
同
法
第 

条
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
主
文

の
と
お
り
審
決
す
る
」
と
。
そ
し
て
日
付
が
記
載
さ
れ
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
と

委
員
四
名
の
署
名
と
印
鑑
が
捺
印
さ
れ
て
い
る
。
当
該
年
度
に
決
定
さ
れ
た
審
決
書
が

二
〇
件
以
上
綴
ら
れ
て
い
る
38

。 

 

（
三
）
第
三
期
：
公
文
書
管
理
法
施
行
以
後
（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
現
在
ま

で 

 

平
成
二
三
年
の
公
文
書
管
理
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
国
立
公
文
書
館
へ

の
移
管
は
、
「
公
正
取
引
委
員
会
に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
定
め
」
（
平
成

二
三
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
39

。
同
規
定
の
第
一
六
条
で
は
、



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
49
号 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 

一
五 

別
表
第
二
に
基
づ
き
、
保
存
期
間
の
満
了
し
た
時
の
措
置
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
別
表
第
二
が
移
管
対
象
文
書
を
判
断
す
る

指
針
と
な
っ
て
い
る
。 

 

別
表
第
二
で
は
、
四
項
目
か
ら
な
る
基
本
的
考
え
方
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に

具
体
的
な
移
管
・
廃
棄
の
判
断
指
針
と
し
て
、
一
九
の
項
目
と
そ
れ
に
該
当

す
る
文
書
の
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
、
該
当
し
な
い
場
合
の
判
断
基
準
等

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

一
九
項
目
に
つ
い
て
は
、
「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

の
項
目
と
比
較
す
る
と
、
最
初
の
第
一
～
第
六
項
目
目
ま
で
の
規
定
は
同
じ

で
あ
る
が
、「
７ 

省
議
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
こ
の
項
に
置
い
て

同
じ
。）
の
決
定
又
は
了
解
及
び
そ
の
経
緯
」
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
省
略

さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
９ 

他
の
行

政
機
関
に
対
し
て
示
す
基
準
の
設
定
及
び
そ
の
経
緯
」「
10

 
地
方
公
共
団

体
に
対
し
て
示
す
基
準
の
設
定
及
び
そ
の
経
緯
」
も
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
れ
以
降
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
規
定
を
取
り
込
み
つ
つ
、

公
正
取
引
委
員
会
独
自
の
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
一
〇
項
目

目
は
、「
独
占
禁
止
法
違
反
事
件
の
審
査
及
び
そ
の
経
緯
」
と
な
り
、
そ
れ
ぞ

れ
「
命
令
書
」「
審
決
書
」
「
判
決
書
」
に
つ
い
て
年
度
ご
と
に
と
り
ま
と
め

た
も
の
が
移
管
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
一
一
項
目
目
は
「
下
請
法
違
反
の
調

査
及
び
そ
の
経
緯
」
で
「
（
１
）
下
請
法
違
反
事
件
の
調
査
に
関
す
る
重
要
な

経
緯
」
「（
２
）
下
請
け
違
反
行
為
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す

る
事
項
」
の
二
つ
と
も
「
廃
棄
」
と
さ
れ
て
い
る
40

。 

 

そ
れ
で
は
、
平
成
二
三
年
度
か
ら
二
六
年
度
に
保
存
期
間
が
満
了
し
、
国

立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
公
文
書
を
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
別
表
第
二
の
項
目
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
表
５
の
よ
う
に
な
る
。 

 

表５ 移管実績（第３期：平成 23～26 年度保存期間満了分 

移管冊数 別表 

第２ 
分類区分 

H23 H24 H25 H26 小計
移管文書例（複数年度に渡り移管を受けた文書） 

１  基本的考え方【１】 

110 45 30 21 206

委員会議事録、議事録原簿、議事録目録、独占禁

止懇話会関係資料、21 世紀にふさわしい競争政策

を考える懇談会関係資料、ＩＴ戦略会議・ＩＴ戦略本

部関係資料、物価問題に係る内閣府の会議関係資

料、規制改革推進関係資料、法令関係暦年番号簿

２(1) 1 法律の制定又は改廃及びその経緯 

36 60 38 4 138

独占禁止法制定関係資料集、独占禁止法改正関

係資料、法令関係原議、法令協議・行政調整関係

資料、法令協議関係資料 

 5 閣議の決定又は了解及びその経緯 1 2 0 0 3 質問主意書関係資料 

 7 複数の行政機関による申合せ及びそ 

の経緯 
2 0 0 0 2

他省庁との連絡関係資料 

 9 法人の権利義務の得喪及びその経緯 
1 2 3 3 9

公益法人指導監督基準等関係資料、公益法人設

立許可関係資料 

 10 独占禁止法違反事件の審査及びその 

経緯 18 15 20 20 73

勧告原本、勧告書原本、勧告原議書、勧告諾否

書、審決書原本、審決書原本綴、課徴金納付命令

書原本、新聞発表文原議書 

 14 予算及び決算に関する事項 
51 52 4 3 110

概算要求説明資料、歳入歳出決算関係資料、予算

明細書、支出計算書、支出計算書証拠書類 

 15 機構及び定員に関する事項 1 3 1 0 5 機構・定員要求関係資料 

 16 政策評価に関する事項 2 1 1 1 5 政策評価関係資料 

 18 国会及び審議会等における審議等に 

関する事項 12 9 0 0 21

国会答弁関係資料、請願関係資料、陳情関係資

料、各党部会等関係資料、各党予算説明資料、予

算委員会要求資料 

２(2) 各行政機関において実施・運用している制度

について、制度を所管する行政機関による当

該運用状況の把握等の業務 

2 2 2 3 9

下請法運用状況関係資料、地方事務所等業務報

告 

 

国際会議 

25 24 19 18 86

ＯＥＣＤ／ＣＣＰ等関係資料、ＯＥＣＤ／ＣＯＭＰ関係

資料、ＯＥＣＤ理事会勧告関係資料、ＵＮＣＴＡＤ関

係資料、国際競争ネットワーク（ＩＣＮ）関係資料 

  

その他（年次報告、広報資料、大臣記者会

見、大臣等の事務引継書） 4 5 9 14 32

年次報告、年次報告作成資料、事務総長定例会

見、新聞発表文、広報用パンフレット、広報用

DVD、 

 



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
49
号 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 

一
六 

移
管
さ
れ
て
い
る
文
書
の
区
分
を
見
る
と
、
別
表
第
二
の
二
（
具
体
的
な
移
管
・
廃

棄
の
判
断
指
針
）
の
一
九
の
項
目
の
う
ち
、「
１ 

法
律
の
制
定
又
は
改
廃
及
び
そ
の
経

緯
」
や
「
14 

予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
事
項
」
に
加
え
、
委
員
会
固
有
の
業
務
で
あ

る
「
10 

独
占
禁
止
法
違
反
事
件
の
審
査
及
び
そ
の
経
緯
」
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

第
二
期
と
区
分
が
完
全
に
は
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
と

し
て
は
第
二
期
の
区
分
を
引
き
継
い
で
い
る
と
い
え
る
。
量
的
に
移
管
が
進
ん
だ
、
特

に
顕
著
な
区
分
と
し
て
は
「
国
際
会
議
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
期
は
、
公

文
書
管
理
法
が
施
行
さ
れ
、
第
二
期
よ
り
も
期
間
は
半
分
程
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
量

も
拡
大
し
、
そ
の
範
囲
も
拡
が
っ
て
い
る
。 

 

第
二
節 

移
管
実
績
の
変
化 

  

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
移
管
の
実
績
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
大
き
な
画
期
と
な
っ
た

の
は
、
平
成
一
七
（
二
〇
〇
五
）
年
の
移
管
基
準
の
改
正
及
び
平
成
二
三
年
四
月
の
公

文
書
管
理
法
の
施
行
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
公
文
書
管
理
法

前
の
第
二
期
（
表
４
）
と
第
三
期
（
表
５
）
の
移
管
実
績
を
比
較
し
て
、
ど
の
よ
う
な

差
異
が
あ
り
、
今
後
ど
の
よ
う
に
移
管
が
推
移
し
て
い
く
の
か
を
考
察
し
た
い
。 

 

（
一
）
継
続
し
て
移
管
さ
れ
る
文
書 

公
正
取
引
委
員
会
で
は
、
第
二
期
か
ら
第
三
期
に
か
け
て
一
貫
し
て
移
管
さ
れ
て
い

る
文
書
は
、「
年
次
報
告
」
の
み
で
あ
る
。
量
的
に
も
本
格
的
に
移
管
の
始
ま
っ
た
第
二

期
後
期
（
平
成
一
七
～
二
二
年
度
）
と
第
三
期
（
公
文
書
管
理
法
以
後
）
と
を
比
べ
て

み
る
と
「
法
令
」
「
予
算
・
決
算
」
「
所
管
行
政
」
「
広
報
資
料
」
「
年
次
報
告
」
は
、
当

時
か
ら
移
管
基
準
に
も
合
致
し
て
い
る
た
め
、
一
貫
し
て
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る

文
書
は
移
管
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
公
正
取
引
委
員
会
の
独
自
の
業
務
一
つ
を
な
す

「
所
管
行
政
」、
に
該
当
す
る
「
審
決
書
原
本
」
、「
排
除
命
令
」
、「
勧
告
書
原
本
」
や
「
新

聞
発
表
文
原
義
書
（
課
徴
金
納
付
命
令
）
」
等
も
継
続
し
て
移
管
さ
れ
て
い
る
。 

 
 （
二
）
公
文
書
管
理
法
施
行
前
に
の
み
移
管
実
績
が
あ
っ
た
文
書 

 

つ
い
で
、
公
文
書
管
理
法
施
行
前
に
の
み
移
管
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、「
調
査
・
研
究
関
係
」
の
文
書
で
あ
る
。
第
二
期
で
は
、「
歴

史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て

（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
の
運
用
に
つ
い
て
」
の
別
表
に
お
い
て
、
同

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
文
書
は
、
「
調
査
・
研
究
」
は
「
（
１
）
政
策
の
決
定
又
は
遂
行
に
反
映

さ
せ
る
た
め
に
実
施
し
た
調
査
又
は
研
究
の
経
緯
に
関
す
る
文
書
（
２
）
政
策
の
決
定

又
は
遂
行
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
実
施
し
た
調
査
又
は
研
究
の
結
果
報
告
書
」
が
移
管

の
対
象
と
な
っ
て
い
た
41

。
そ
の
た
め
か
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
関
す
る
調
査
関
係
資
料
」

や
「
実
態
調
査
等
関
係
資
料
」、「
消
費
者
モ
ニ
タ
ー
研
修
会
関
係
資
料
」
が
移
管
と
な
っ

て
い
る
。 

 

し
か
し
、
第
三
期
に
な
る
と
「
調
査
・
研
究
関
係
」
と
い
う
項
目
は
な
く
な
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
移
管
に
該
当
す
る
項
目
に
含
ま
れ
る
調
査
研
究
資
料
、
又
は
「
統
計
調
査
」

の
み
が
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
か
、
表
題
か
ら
「
調
査
」
や
「
研
究
」
と
あ

る
文
書
は
移
管
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
単
純
に
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
名
に
「
調
査
」「
研
究
」

の
用
語
が
含
ま
れ
る
だ
け
で
容
易
に
切
り
分
け
て
編
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
立
案
の

検
討
に
関
す
る
調
査
研
究
文
書
」
に
類
型
さ
れ
る
も
の
が
そ
の
他
の
「
立
案
の
検
討
」

文
書
と
一
緒
に
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
例
え
ば
「
法
律
の
制
定
又
は
改
廃
及
び
そ

の
経
緯
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
移
管
に
な
り
、
「
職
員
の
人
事
に
関
す
る
事
項
」

に
当
た
れ
ば
、
廃
棄
と
な
る
よ
う
に
、
同
じ
「
調
査
研
究
」
で
あ
っ
て
も
扱
い
が
異
な

る
こ
と
と
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
名
に
「
調
査
」「
研
究
」
と
い
う
名
称
で
単
純
に
表
わ

れ
な
い
文
書
が
想
定
さ
れ
る
。 
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（
三
）
公
文
書
管
理
法
施
行
後
に
新
た
に
移
管
さ
れ
た
文
書 

 
公
文
書
管
理
法
施
行
後
の
移
管
実
績
を
示
し
た
表
５
と
施
行
以
前
の
移
管
実
績
を
示

し
た
表
４
を
比
較
し
て
、
管
理
法
施
行
後
の
移
管
実
績
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

ま
ず
表
５
の
方
が
単
純
に
移
管
さ
れ
た
文
書
の
量
が
増
え
て
お
り
、
そ
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
も
豊
富
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。 

 

特
筆
す
べ
き
点
と
し
て
、
平
成
二
三
年
度
か
ら
公
正
取
引
委
員
会
の
委
員
会
議
事
録

（
昭
和
二
三
年
～
昭
和
二
九
年
三
月
）
が
定
期
的
に
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
議
事
録
と
そ
の
作
成
に
関
係
す
る
資
料
が
移
管
さ
れ
て
い

る
が
、
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
の
設
定
基
準
の
基
本
的
な
考
え
方
の
Ⅰ
「
国
の
機
関

及
び
独
立
合
成
法
人
等
の
組
織
及
び
機
能
並
び
に
政
策
の
検
討
過
程
、
決
定
、
実
施
及

び
実
績
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ
れ
た
文
書
」
に
該
当
す
る
。
ま
た
、「
法
律
の

制
定
又
は
改
廃
及
び
そ
の
経
緯
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
独
占
禁
止
法
制
定
時
の

文
書
な
ど
も
、
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（「
独
占
禁
止
法
制
定
関
係
資
料
」
）。
以
上

の
文
書
は
、
公
正
取
引
委
員
会
設
立
初
期
の
研
究
に
お
い
て
、
新
し
い
知
見
を
も
た
ら

す
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
法
律
・
予
算
決
算
・
国
会
に
関
す
る
文
書
な
ど

が
、
数
量
的
に
急
増
し
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
。 

 

し
か
し
、
以
上
の
文
書
は
、
公
文
書
管
理
法
施
行
以
前
に
お
い
て
も
移
管
の
対
象
と

な
り
得
た
が
、
実
際
の
移
管
に
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
も
の
だ
が
、
公
文
書
管
理
法

の
施
行
に
よ
っ
て
移
管
が
実
現
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
公
文
書
管
理
法
で
は
第
五
条

第
五
項
に
お
い
て
、
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
も
の
は
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
の

措
置
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
第

五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
移
管
の
措
置
が
定
め
ら
れ
た
文
書
は
国
立
公
文
書
館
へ
移

管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
公
文
書
管
理
法
施
行
前
は
、
文
書
の
移
管

は
各
行
政
機
関
と
の
合
意
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
合
意
が
成
立
し
な
い
限
り
文

書
が
移
管
さ
れ
な
い
と
い
う
仕
組
み
で
あ
っ
た
が
、
公
文
書
管
理
法
施
行
後
は
、
歴
史

公
文
書
等
に
該
当
す
る
文
書
は
全
て
移
管
す
る
仕
組
み
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
42

。 

  

第
三
章 

移
管
文
書
の
分
析 

 

第
一
節 

文
書
の
作
成
者
か
ら
見
た
移
管
実
績 

  

前
節
ま
で
は
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
の
移
管
文
書
の
簿
冊
標
題
と
量
か
ら
、
移
管
実

績
の
傾
向
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
視
角
を
変
え
て
、
文
書
の
内
容
と
も
大

き
く
関
わ
っ
て
く
る
文
書
作
成
部
局
か
ら
も
移
管
実
績
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。 

 

文
書
の
作
成
部
局
と
移
管
年
度
と
を
対
照
さ
せ
て
一
覧
に
し
た
の
が
表
６
で
あ
る
。 

 

（
一
）
官
房
及
び
そ
の
前
身
組
織
か
ら
の
移
管
文
書
に
つ
い
て 

ま
ず
、
昭
和
六
一
年
度
に
移
管
さ
れ
た
集
排
手
続
記
録
が
四
三
七
冊
あ
る
。 

そ
の
後
、
官
房
か
ら
は
、
平
成
一
三
年
度
か
ら
継
続
的
に
現
在
に
至
る
ま
で
年
次
報

告
及
び
そ
の
作
成
に
関
す
る
文
書
が
移
管
さ
れ
て
い
る
。 

年
次
報
告
は
、
独
占
禁
止
法
第
四
四
条
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
内
閣
総

理
大
臣
を
経
由
し
て
、
国
会
に
対
し
、
毎
年
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
年
度
の
公
正
取
引
委
員
会

の
業
務
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
全
般
的
に
記
し
て
お
り
、
該
当
年
度
に

公
正
取
引
委
員
会
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
た
の
か
を
確
認
で
き
る
も
っ
と
も
基
本

的
な
文
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
段
階
で
は
、
昭
和
三
〇
年
代
、
六
〇
年

代
、
平
成
以
降
の
も
の
、
多
数
が
移
管
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
が
、
行
政
フ
ァ

イ
ル
管
理
簿
の
検
索
43

で
確
認
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
が
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
と

し
て
「
移
管
」
と
さ
れ
て
お
り
、
年
次
報
告
書
と
こ
れ
を
作
成
す
る
た
め
の
文
書
い
ず
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れ
も
が
、
今
後
も
継
続
し
て
移
管
が
期
待
で
き
る
。 

 
官
房
の
総
務
課
で
は
事
務
総
局
内
事
務
の
総
合
調
整
を
行
う
ほ
か
、
自
ら
が
所
管
す

る
法
令
の
制
定
・
改
廃
の
た
め
の
必
要
な
手
続
き
や
情
報
公
開
、
予
算
、
国
会
の
審
議

に
関
す
る
調
整
や
広
報
事
務
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。
移
管
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
見
て

み
る
と
、
平
成
一
七
年
度
か
ら
移
管
文
書
数
が
二
桁
と
な
る
が
、「
支
出
計
算
書
証
拠
書

類 

一
般
会
計
」
等
予
算
に
関
す
る
も
の
や
、「
国
会
答
弁
関
係
資
料
」
等
の
国
会
の
活

動
に
関
す
る
文
書
が
多
く
官
房
総
務
課
か
ら
移
管
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
全
体
の
趨

勢
と
同
じ
く
平
成
二
二
年
度
か
ら
二
四
年
度
に
多
く
の
移
管
が
あ
る
こ
と
も
特
徴
的
で

あ
る
。 

人
事
課
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
課
に
係
わ
る
訓
令
・
通
達
関
係
資
料
及
び
委
員
会
全
体

に
係
わ
る
組
織
・
定
員
要
求
関
係
資
料
を
除
い
て
移
管
の
実
績
は
な
い
。 

国
際
課
の
移
管
文
書
と
し
て
は
、
平
成
二
一
年
度
以
降
に
移
管
が
開
始
さ
れ
、
同
課

作
成
の
文
書
は
九
〇
冊
弱
移
管
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
移
管
さ
れ
た

文
書
に
つ
い
て
は
、
作
成
年
が
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
も
、
平
成
八
年
の
も
の
（「
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
／
公
正
取
引
委
員
会
共
催
セ
ミ
ナ
ー
関
係
資
料
」）
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
文
書
に

つ
い
て
は
、
移
管
さ
れ
て
い
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
平
成
七
年
以
前
の
公
正
取

引
委
員
会
の
国
際
関
係
活
動
を
直
接
に
担
当
し
た
部
署
の
文
書
は
、
わ
ず
か
に
し
か
公

文
書
館
に
移
管
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
現
段
階
で
は
移
管
さ
れ

て
は
い
な
い
も
の
の
、
将
来
、「
独
占
禁
止
法
協
力
協
定
策
定
関
係
資
料
」に
つ
い
て
は
、

国
際
約
束
の
締
結
の
検
討
に
関
す
る
文
書
と
し
て
移
管
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 

（
二
）
経
済
取
引
局
及
び
そ
の
前
身
組
織
か
ら
の
移
管
文
書
に
つ
い
て 

 

独
占
禁
止
法
政
策
の
企
画
、
経
済
実
態
の
調
査
、
企
業
結
合
の
審
査
を
所
掌
す
る
経

済
取
引
局
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
経
済
取
引
局
の
移
管
文
書
の
特
徴
的
な
も
の
に
は
、

経
済
取
引
局
作
成
の
も
の
と
か
つ
て
別
の
課
で
あ
り
、
平
成
八
年
に
吸
収
さ
れ
た
取
引

部
の
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
本
体
で
あ
る
経
済
取
引
局
と
そ
の
前
身
で
あ
る
経
済
部

が
作
成
者
と
な
っ
て
い
る
文
書
の
移
管
か
ら
検
討
を
行
う
。 

 

最
初
の
移
管
が
あ
る
の
は
、
平
成
一
九
年
度
ま
で
入
札
談
合
に
関
す
る
文
書
が
数
量

は
少
な
い
が
移
管
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
後
は
、
懇
話
会
・
懇
談
会
や
研
究
会
に
関
す
る
移
管
文
書
が
移
管
さ
れ
始
め
、

分
量
が
急
増
す
る
平
成
二
二
年
度
、
そ
し
て
公
文
書
管
理
法
施
行
以
降
か
ら
は
こ
れ
ら

に
加
え
て
「
法
令
協
議
関
係
資
料
」（
他
省
庁
が
所
管
す
る
法
令
に
関
し
て
受
け
た
法
令

協
議
・
調
整
関
係
の
文
書
）
が
多
く
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
公

正
取
引
委
員
会
の
経
済
取
引
局
総
務
課
や
調
整
課
の
役
割
が
公
正
で
自
由
な
取
引
を
行

う
た
め
に
他
省
庁
と
の
調
整
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
表
６
‐
２
）
。 

「
法
令
協
議
関
係
資
料
」
を
具
体
的
に
み
て
い
く
と
、
法
案
（
改
正
）
の
主
な
内
容
、

独
占
禁
止
法
と
の
関
係
で
調
整
を
要
す
る
内
容
、
当
該
法
令
と
独
占
禁
止
法
と
の
関
係
、

問
題
点
、
ま
と
め
（
問
題
点
へ
の
解
決
策
、
対
応
状
況
）
及
び
関
連
資
料
を
公
正
取
引

委
員
会
の
罫
紙
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
44

。
ま
た
、
公
文
書
管
理
法
施
行
後
の
平
成

二
三
年
度
か
ら
「
二
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
競
争
政
策
を
考
え
る
懇
談
会
関
係
資
料
」

「
独
占
禁
止
法
基
本
問
題
懇
談
会
関
係
」
等
が
移
管
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
総
務
課
の

中
に
「
企
画
室
」
が
あ
り
、
競
争
政
策
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
中
長
期
的
な
観
点
に

立
っ
た
企
画
・
立
案
を
担
当
し
て
い
る
た
め
、こ
の
よ
う
な
懇
談
会
等
を
開
い
て
お
り
、

そ
の
文
書
が
移
管
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

つ
い
で
、
平
成
八
年
に
吸
収
さ
れ
た
取
引
部
の
移
管
文
書
の
特
徴
を
見
て
い
く
。
不

公
正
な
取
引
方
法
の
指
定
、
下
請
法
の
運
用
、
消
費
税
課
税
対
策
特
別
措
置
法
の
運
用

を
行
う
取
引
部
か
ら
の
移
管
数
は
多
く
は
な
い
が
、
公
正
取
引
委
員
会
の
移
管
が
始

ま
っ
た
平
成
一
三
年
度
か
ら
再
販
制
度
に
関
す
る
文
書
を
移
管
し
て
い
る
。
平
成
一
七

年
度
か
ら
は
主
に
下
請
法
に
関
す
る
も
の
の
移
管
が
始
ま
り
、
現
在
に
ま
で
至
っ
て
い

る
（
表
６
‐
３
）
。
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表６－１ 官房の移管文書 

文書分類

（大） 

文書分類

（中） 

文書分類

（小） 

行政文書ファイル名 該当年度 冊 移管年度 

官房 総務課  総務 委員会議事録目録 S22-29 9 H23-26 

   議事録原簿 S24.1､28-30.3 28 H23-26 

   公正取引委員会議事録 S22-27 56 H23-24 

   公正取引委員会年次報告 S22-28,45-51,53-58,

H12 

22 H13-19,21-26 

   独占禁止法制定関係資料集 S22 1 H25 

   年次報告業務関係資料  H17 1 H23 

   年次報告作成関係資料 H13-17,19-21 8 H18-22,24-26 

  調整 地方事務所長等との会議関係資料 H13-14,16-17 9 H18-19,21-22 

   地方事務所長等会議 H15 3 H20 

   地方事務所等業務報告 H13-21 9 H19-26 

   地方有識者との懇談会関係資料 H13-17 5 H18-21 

  国会 一般会計歳出予算各目明細書 H8-9,11 3 H17-18,21 

   一般会計予算 （一般会計予算参照

書添附）  

H8-9 2 H17-18 

   各党部会等関係資料 H18-19 9 H23-24 

   各党予算説明資料 H14-15,18-19 19 H19-20,23-24 

   質問主意書関係資料 H14-15,18-19 6 H19-20,23-24 

   請願関係資料 H18 1 H23 

   陳情関係資料 H18 1 H23 

   予算委員会要求資料 H14-15,18-19 4 H19-20,23-24 

  政策評価 政策評価関係資料 H14-21 9 H20-25 

  文書 法令関係原議 S22-24,27-29,58-59 9 H25 

   法令関係暦年番号簿 S57-58 2 H24-25 

  ― 情報公開法関係資料 H8 1 H19 

   審議会等ガイドライン等関係資料 H12 1 H18 

  管理 公益法人指導監督基準等関係資料 H18-21 6 H23-26 

   公益法人設立許可関係資料 S55,59 2 H22,26 

   公益法人定款・寄付行為変更関係

資料  

S51-52,54-55,57-58 6 H18-19,21-22,24-25

  広報 広報用ＤＶＤ･ビデオ H12-13,19-21,27 5 H17-18,20,24,26 

   新聞発表文 H14-20,25 35 H16-22,25-26 

   広報用パンフレット H17-25 11 H16-26 

   事務総長定例会見メモ H21,25 3 H26 

決算 歳入歳出決算関係資料 H11-15,17-21 15 H17-26 

 支出計算書 H13-16、19 5 H18-21､24 

 支出計算書証拠書類 一般会計 H17-19 131 H22-24 

 前渡資金出納計算書 H13-15 3 H18-20 

予算 概算要求説明資料 H8-16 17 H18-26 

会計室 

 予算明細書 S50-58 3 H19,22,25 

組織 機構・定員要求関係資料 H17-23 7 H22-25 人事課 

 訓令・通達関係資料（人事課関係） H9-11 3 H19-21 

国際機関 ＯＥＣＤ／ＣＣＰ等関係資料 H13-14,18-21 6 H23-26 

 ＯＥＣＤ／ＣＬＰ等関係資料 H10-13 4 H21-24 

 ＯＥＣＤ／ＣＯＭＰ関係資料 （ＣＯＭ

Ｐ会合関係資料）  

H14-16 7 H24-26 

 ＯＥＣＤ／公正取引委員会共催セミ

ナー関係資料 

H8 1 H23 

 ＯＥＣＤ・ＥＤＲＣ関係資料（対日経済

審査関係資料） 

H20 1 H23 

 ＯＥＣＤ理事会勧告関係資料 H13-14 2 H23-24 

 ＵＮＣＴＡＤ関係資料（政府間専門家

会合関係資料） 

H13-14,18-21 8 H23-26 

 国際競争ネットワーク（ＩＣＮ）関係資

料 

H14-16,18-21 52 H23-26 

ＷＴＯ関係資料 H12 8 H23 
ＦＯＲ ＦＡＩＲ ＡＮＤ ＦＲＥＥ ＭＡＲ- 
ＫＥＴ ＣＯＭＰＥＴＩＴＩＯＮ ＪＦＴＣ 

H17 1 H21 

国際経済

企画 

 
ＨＯＷ ＴＨＥ ＪＡＰＡＮ ＦＡＩＲ
ＴＲＡＤＥ ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ ＥＮ- 
ＳＵＲＥＳ Ａ ＲＯＢＵＳＴ ＥＣＯＮＯＭＹ

H14 1 H21 

 ＪＦＴＣ Ｊａｐａｎ Ｆａｉｒ Ｔｒａｄｅ Ｃｏｍ- 
ｍｉｓｓｉｏｎ 

H22 1 H22 

 

国際課 

 訓令・通達（写し） H14 1 H21 
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表６－２ 経済取引局の移管文書 

文書分類

（大） 

文書分類

（中） 

文書分類

（小） 

行政文書ファイル名 該当年度 冊 移管年度 

２１世紀にふさわしい競争政策を考え

る懇談会関係資料 

H13-14 5 H23-24 

ＩＴ戦略会議・ＩＴ戦略本部関係資料 H14-16 11 H23.26 

規制改革推進３か年計画（改定）  H14 1 H24 

規制改革推進関係資料 H10,14,16-19,21 16 H23-24,26 

規制改革推進計画関係資料 H14-15,19-20 13 H23-26 

独占禁止懇話会関係資料 H7,9-10,13-17 9 H21,23-26 

独占禁止法基本問題懇談会関係 H17-18 2 H23 

物価問題に係る内閣府の会議関係資

料 

H16,19-20 3 H24-26 

独占禁止法適用除外制度関係法令に

基づく協議等関係資料 経産省 

H3 1 H23 

法令協議・行政調整関係資料 H6,8,13,15-16 6 H18,23,25-26 

総括/調

整 

  

法令協議関係資料 H14 44 H24 

生産・出荷集中度調査 H21-22 1 H26 

独占禁止法と入札談合問題 H11-12 2 H16-17 

入札・契約制度の改善関係資料 H8 1 H18 

入札談合の未然防止のための発注官

庁との協力・研修の取組関係資料 

H9 1 H19 

総務課 

独占的状

態 

  

  

  

  法改正関係資料 昭和２４年 S24  6 H21 

事業者団体法改正関係資料 （昭和２

７年度） 

S27 8 H25 

独占禁止法改正関係資料（昭和２８年

度） 

S28 6 H25 

総務課企

画室 

  

総括 

  

  

独占禁止法制定関係資料 S21-22 5 H25 

グローバル化に関する調査関係資料 H14 1 H21 

ネットワーク外部性の経済分析調査関

係資料 

H15 1 H21 

実態調査等関係資料 H18 1 H21 

新しい市場構造指標を用いた経済分

析調査関係資料 

H15 1 H21 

新たな市場構造指標と競争状況の関

係に関する経済分析調査関係資料 

H16 1 H21 

 ― 

  

  

  

  

  

新たな分野における特許と競争政策

に関する研究会関係資料 

H14 1 H21 

総務課経

済調査室 

  

  

  

  

  

  

市場構造 独占的状態、価格の同調的引上げに

関する運用基準策定関係資料  

S52－63 18 H23 

ＲＰＳ制度開始に伴う一般廃棄物発電

の余剰電力取引についての独禁法上

の考え方関係資料 

H15 2 H24 調査 

  

政府規制等と競争政策に関する研究

会 

H12-13  22 H21,23 

 ― 独占禁止法審査・調査・相談 相談事

例 震災等緊急時における取組に係

る相談事例集 

H24 1 H26 

行政調整関係資料 H4 13 H24 

独占禁止法適用除外制度関係法令に

基づく協議関係資料 

S27,30-31,35-37,40,

43,45-63、H3 

70 H22-23 

経済取引

局 

調整課 

  

  

  

  

  

調整 

  

  

法令協議関係資料 S29,32,34-35,42､

44-45,,52,54-58,62,

H3-4 

75 H22-25 

取引部景品表示指導

課 

景品表示法運用状況関係資料 H14-17 4 H17-20 

取引部景品表示監視

課 

排除命令原本 S50-52 2 H17 

消費者モニター H12-15 5 H17-20 取引部消費者取引課 

都道府県景品表示法主管課長会議資

料 

H12 1 H17 

消費者庁 

へ移管 

取引部取引企画課 都道府県下請企業行政担当課長会議 H12 1 H17 
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第
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公
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引
委
員
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移
管
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書
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に
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て 

二
一 

 
例
え
ば
、
取
引
部
か
ら
の
移
管
文
書
で
あ
る
「
下
請

法
運
用
状
況
関
係
資
料
」
は
、
薄
い
紙
フ
ァ
イ
ル
で
あ

り
、
中
に
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
「
下
請
法
の
運
用

状
況
及
び
企
業
間
取
引
の
公
正
化
へ
の
取
組
に
つ
い

て
」
と
題
さ
れ
た
原
議
書
が
入
っ
て
い
る
。
原
議
書
の

表
紙
に
は
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
長
ま
で
の
決
裁

が
な
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
の
次
の
ペ
ー
ジ
に
は
、「
下
請

法
の
運
用
状
況
及
び
企
業
間
取
引
の
公
正
化
へ
の
取
組

（
概
要
）
」
及
び
そ
の
本
文
に
当
た
る
「
下
請
法
の
運
用

状
況
及
び
企
業
間
取
引
の
公
正
化
へ
の
取
組
」
と
題
さ

れ
た
文
書
が
入
っ
て
い
る
。
な
お
、
後
者
に
は
、
別
紙

で
当
該
年
度
に
お
け
る
勧
告
事
件
、
主
な
警
告
事
件
と

違
反
行
為
の
概
要
が
含
ま
れ
て
お
り
、
年
度
別
の
下
請

法
の
運
用
状
況
が
具
体
的
に
分
か
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
45

。 

最
後
に
か
つ
て
経
済
取
引
局
に
置
か
れ
、
平
成
二
一

年
に
消
費
者
庁
に
移
管
さ
れ
た
消
費
者
取
引
課
の
文
書

に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
表
６
‐
２
を
み
る
と
、
同
課

か
ら
は
「
消
費
者
モ
ニ
タ
ー
」
五
冊
、「
景
品
表
示
法
運

用
状
況
関
係
資
料
」
四
冊
、
「
排
除
命
令
原
本
」
二
冊
、

「
都
道
府
県
下
請
企
業
行
政
担
当
課
長
会
議
資
料
」
及

び
「
都
道
府
県
景
品
表
示
法
主
管
課
長
会
議
資
料
」
各

一
冊
が
平
成
一
七
～
二
〇
年
度
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。

今
後
は
同
課
に
関
す
る
文
書
は
公
正
取
引
委
員
会
か
ら

は
移
管
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
文
書
に
つ
い

 

表６－３ 取引部の移管文書 

文書分類

（大） 

文書分類

（中） 

文書分類

（小） 

行政文書ファイル名 該当年度 冊 移管年度 

総括 公正取引委員会規則関係資料 H11-12 2 H21-22 

広報物 H25 1 H26 

再販関係決裁綴 S48 1 H25 

再販指定告示の改正関係資料 S46-47 2 H13-14 

取引企画

課 取引方法 

  

  

諸外国の法規制等についての調査等関係資料 H12 1 H17 

下請法調

査・相談 

下請法等の運用状況及び企業間取引の公正化へ

の取組について 

H17,22-23 3 H20,25-26 下請取引

調査室 

企画調整 下請法運用状況関係資料 H14-16,18-21 7 H17-19,21-24

下請取引の適正化について H12-14 3 H17-19 

経済取引

局 

企業取引

課 

 ― 

都道府県ブロック会議関係資料 H13-14 2 H18-19 

 

 

表６－４ 審査局の移管文書 

文書分

類（大） 

文書分

類（中） 

文書分

類（小） 

行政文書ファイル名 該当年度 冊 移管年度 

監査 審決書原本 S22-29,49,51-

53,55-59 

24 H17-26 

課徴金納付命令に係る原議書 S57,59 2 H26 

課徴金納付命令の事前通知原議書 S57-59 4 H25-26 

課徴金納付命令の審判開始決定原議書 S57 1 H26 

課徴金納付命令書原本 S53-59 23 H20-26 

課徴納付命令に係る原議書 S58 2 H25 

勧告・審判開始決定原議 S56 1 H23 

勧告応諾書 S55-56 2 H22-23 

勧告応諾書関係綴 S54 1 H21 

勧告原議書 S24-27,50-59 18 H17-26 

勧告諾否書 S50-53,57-59 7 H17-20,24-26

審判開始決定原議書 S59 1 H26 

審判開始決定新聞発表・想定問答 H13-14 1 H23 

新聞発表原議書（審判開始決定） H12 1 H22 

新聞発表文原義書（勧告）(警告）（審判関係）（課徴金

納付命令）ほか 

H8-16 45 H18-26 

審査局 

  

管理企

画課 

  

  
総括 

  

新聞発表用想定問答原義書（勧告） H11 1 H21 



 

 

 
 
 

『
北
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丸
』
第
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号 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
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特
徴
に
つ
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て 

二
二 

て
は
、
消
費
者
庁
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
で
追
跡
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
消

費
者
庁
の
よ
う
な
複
数
の
省
庁
の
課
を
統
合
し
て
新
設
す
る
よ
う
な
改
編
の
場
合
は
、

そ
の
移
管
に
関
す
る
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
。
組
織
を
軸
に
、
作
成
さ
れ
た
文
書
を

見
出
し
て
い
く
際
に
、
組
織
変
遷
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
当
館
の
デ

ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
試
し
に
検
索
し
て
み
る
と
、「
景
品
表
示
法
運
用
状
況
関
係
資

料
」
（
平
成
一
八
～
二
二
年
度
）
と
「
排
除
命
令
原
本
」
（
昭
和
五
三
～
五
九
年
度
）
に

つ
い
て
は
、
移
管
済
み
で
あ
る
こ
と
が
把
握
で
き
る
。 

 

（
三
）
審
査
局
及
び
そ
の
前
身
組
織
か
ら
の
移
管
文
書
に
つ
い
て 

 

独
占
禁
止
法
違
反
事
件
の
処
理
、
行
政
訴
訟
の
事
務
を
担
う
審
査
局
（
審
査
部
）
は
、

カ
ル
テ
ル
や
談
合
等
の
独
占
禁
止
法
違
反
の
疑
い
行
為
が
あ
っ
た
際
に
審
査
・
調
査
を

行
い
、
排
除
措
置
な
ど
を
命
じ
る
部
署
で
あ
る
。
平
成
一
八
年
度
か
ら
移
管
が
始
ま
り
、

「
審
決
書
原
本
」
や
「
課
徴
金
納
付
命
令
書
」、
「
勧
告
書
原
本
」
、
「
新
聞
発
表
原
議
書

（
課
徴
金
納
付
命
令
）
」
と
い
っ
た
、
他
の
行
政
機
関
に
は
あ
ま
り
な
い
関
係
し
な
い
公

正
取
引
委
員
会
独
自
の
文
書
が
移
管
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。 

公
文
書
管
理
法
施
行
後
、
公
正
取
引
委
員
会
で
定
め
ら
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
一
〇

項
目
目
に
は
「
独
占
禁
止
法
違
反
事
件
の
審
査
及
び
そ
の
経
緯
」
と
さ
れ
、
以
下
の
よ

う
に
「
移
管
」・「
廃
棄
」
が
定
め
ら
れ
た
。（
１
）
独
占
禁
止
法
違
反
事
件
の
審
査
に
関

す
る
重
要
な
経
緯
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
つ
い
て
移
管
、「
命
令
書
等
に
つ
い
て
年
度
ご

と
に
取
り
ま
と
め
た
も
の
」、
（
２
）
審
判
に
関
す
る
重
要
な
経
緯
、
以
下
に
つ
い
て
移

管
、「
審
決
書
に
つ
い
て
年
度
ご
と
に
取
り
ま
と
め
た
も
の
」、（
３
）
行
政
機
関
を
当
事

者
と
す
る
訴
訟
の
提
起
そ
の
他
の
訴
訟
に
関
す
る
重
要
な
経
緯
、
以
下
に
つ
い
て
移
管
、

「
判
決
書
に
つ
い
て
年
度
ご
と
に
取
り
ま
と
め
た
も
の
」
、
（
４
）
独
占
禁
止
法
違
反
行

為
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
、
以
下
に
つ
い
て
は
廃
棄
と
さ
れ

て
い
る
。 

審
査
局
（
審
査
部
）
の
移
管
の
始
ま
っ
た
平
成

18
年
度
か
ら
現
在
ま
で
移
管
さ
れ
る
傾
向
の
文

書
と
し
て
は
上
記
の
タ
イ
ト
ル
の
も
の
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
り
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
制
定
前
後
で
明
確
な

相
違
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
以
上
の
規
定
は
こ
れ

ま
で
移
管
し
て
い
た
も
の
を
追
認
し
、
継
続
し
て

移
管
す
る
た
め
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

第
二
節 

文
書
の
作
成
時
期
か
ら
見
た
移
管
実

績
の
変
化 

  

本
節
で
は
、
さ
ら
に
別
の
視
点
、
移
管
文
書
の

内
容
と
も
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
文
書
作
成
時
期

か
ら
も
移
管
実
績
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
い
つ
公
正
取
引
委
員
会
で
作
成

さ
れ
た
文
書
が
、
ど
の
時
期
に
館
に
移
管
さ
れ
た

の
か
、
そ
の
部
分
の
考
察
は
移
管
実
績
の
内
実
に

別
の
面
か
ら
近
づ
く
方
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

 

文
書
の
作
成
時
期
ご
と
の
移
管
数
を
一
覧
に
し

た
の
が
次
の
表
７
で
あ
る
。 

ま
ず
、
一
番
多
い
文
書
の
作
成
年
は
、
昭
和
二

四
年
以
前
の
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
、こ
れ
は
、

昭
和
六
一
年
度
移
管
の
「
過
度
経
済
力
集
中
排
除

法
手
続
記
録
」
四
〇
四
冊
が
大
き
な
塊
と
し
て
あ

る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
四
六
冊
の
公
正
取
引

 

表７ 公正取引委員会移管文書の作成年分布（平成 26 年度保存期間満了分まで） 

 
～
S24 

S25
～
S29 

S30
～
S34

S35
～
S39 

S40
～
S44 

S45
～
S49

S50
～
S54

S55
～
S59

S60
～ 

H 元

H２
～ 
H６

H７
～

H11

H12
～

H16 

H17
～

H21 

H22
～

H26 作成年 

～
1949 

～
1954 

～
1959

～
1964 

～
1969 

～
1974

～
1979

～
1984

～
1989

～
1994

～
1999

～
2004 

～
2009 

～
2014

合計

450 134 8 10 10 25 55 94 35 47 57 282 289 22
移管数 

584 18 35 149 571 

1518

  



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
49
号 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 

二
三 

委
員
会
設
立
当
初
の
文
書
に
つ
い
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
そ
の
分
量
は
十
分
と
は
言
え

な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
公
文
書
管
理
法
施
行
後
の
第
三
期
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で

移
管
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
委
員
会
議
事
録
」
や
そ
れ
以
外
の
昭
和
二
〇
年
代
の
文
書

が
移
管
さ
れ
始
め
て
お
り
、
今
後
充
実
が
期
待
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
が
全
体
の
三
割

を
占
め
る
。 

ま
た
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
塊
と
し
て
は
、
平
成
一
二
年
か
ら
平
成
二
一
年
に
作
成

さ
れ
た
文
書
の
移
管
が
多
い
こ
と
（
四
割
弱
）
に
注
目
さ
れ
よ
う
。 

逆
に
、
公
正
取
引
委
員
会
の
こ
れ
ま
で
の
移
管
実
績
の
中
で
移
管
が
極
め
て
少
な
い

の
が
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

今
後
も
こ
の
時
代
の
も
の
は
、
今
後
も
少
な
い
ま
ま
で
あ
り
つ
づ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

平
成
二
五
年
度
の
移
管
を
見
る
と
、
昭
和
二
五
～
二
九
年
に
作
成
さ
れ
た
文
書
の
一
定

量
の
移
管
が
見
ら
れ
る
。 

 

そ
こ
で
、
再
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
検
索
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
公

正
取
引
委
員
会
に
範
囲
を
限
定
し
、
保
存
期
間
満
了
の
措
置
を
「
移
管
」
の
も
の
と
し

た
上
で
「
委
員
会
議
事
録
」
と
検
索
し
て
み
る
と
、
七
七
七
件
の
フ
ァ
イ
ル
が
ヒ
ッ
ト

す
る
（
二
〇
一
六
年
一
一
月
三
〇
日
現
在
）
46

。
そ
の
中
に
は
、
昭
和
三
〇
年
代
か
ら

平
成
二
七
年
度
一
二
月
ま
で
の
公
正
取
引
委
員
会
の
委
員
会
議
事
録
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
過
去
に
作
成
さ
れ
た
も
の
の
、
例
え
ば
「
永
年
保
存
」
や
「
三
〇
年
保
存
」

と
さ
れ
た
よ
う
な
文
書
で
、
廃
棄
が
さ
れ
ず
、
延
長
さ
れ
続
け
て
公
正
取
引
委
員
会
に

保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
現
段
階
で
は
、
現
用
と
な
っ
て
い
る

昭
和
三
〇
‐
四
〇
年
代
の
文
書
も
時
を
経
て
移
管
に
結
び
つ
く
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。 

 

第
三
節 

公
正
取
引
委
員
会
か
ら
移
管
さ
れ
た
所
管
法
令
文
書 

 

 

こ
れ
ま
で
移
管
さ
れ
た
文
書

を
中
心
に
分
析
を
続
け
て
き
た

が
、
本
来
移
管
さ
れ
る
べ
き
文

書
が
適
切
に
移
管
さ
れ
て
い
る

か
、
所
管
法
律
を
例
に
検
討
し

て
み
た
い
。
委
員
会
が
所
管
す

る
法
律
で
あ
り
、
既
に
作
成
か

ら
三
〇
年
を
経
過
し
て
い
る
法

律
は
以
下
の
二
件
で
あ
る
。 

 

（
一
）
独
占
禁
止
法
（
私
的
独

占
の
禁
止
及
び
公
正
取

引
の
確
保
に
関
す
る
法

律
） 

既
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
独

占
禁
止
法
に
係
る
行
政
文
書
は
、

昭
和
二
二
年
制
定
時
の
文
書
が
、

制
定
関
係
資
料
五
冊
、
制
定
関

係
資
料
集
一
冊
が
、
い
ず
れ
も

平
成
二
五
年
度
に
移
管
さ
れ
て

い
る
ほ
か
、
改
正
に
関
し
て
も

表
８
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て

い
る
。 

 

第
一
次
改
正
の
文
書
を
み
れ

ば
、
法
律
の
改
正
の
た
め
の
閣

 

表８ 公正取引委員会から移管された「独占禁止法」関係文書 （平成 28 年 3 月 31 日現在） 

改正等 年月及び法律番号 移管簿冊名 移管簿冊請求番号 

独占禁止法制定関係資料①～④ 平２５公取 00107100～00110100 

独占禁止法制定関係資料  平２５公取 00111100  

私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律 (昭和 22 年 ４月

14 日法律第５４号)  独占禁止法制定関係資料集 昭和２２年① 平２５公取 00025100 

第１次改正 昭和 22 年 ７月 31 日法律第 91 号 法令関係原議 昭和２２年 平２５公取 00017100 

第２次改正 昭和 24 年 ６月 18 日法律第 214 号 法改正関係資料 昭和２４年①～⑥ 平２５公取 00020100～00025100 

第３次改正 昭和 27 年 ７月 31 日法律第 257 号 法令関係原議 昭和２７年 平２５公取 00021100 

第４次改正 昭和 28 年 ９月 １日法律第 259 号 法令関係原議 昭和２８年 平２５公取 00022100 

  独占禁止法改正関係資料（昭和２８年度） 平２５公取 00051100～00056100 

＊ 

 

 

昭和 29 年 ５月 27 日法律第 127 号 

 

 

法令関係原議書 （昭和２９年度） 

法令関係原議書 （昭和２９年度）（訓令通

達を含む。） 

平２６公取 00060100 

平２６公取 00017100 

 

*民事訴訟法等の一部を改正する法律第３条による改正 



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
49
号 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 

二
四 

議
請
議
案
（
改
正
案
及
び
理
由
書
）
、
提
案
理
由
説
明
、
政
令
案
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
表

８
か
ら
は
現
段
階
で
み
れ
ば
、
公
正
取
引
委
員
会
の
根
幹
を
な
す
独
占
禁
止
法
に
関
す

る
文
書
は
廃
棄
さ
れ
ず
に
移
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
把
握
さ
れ
る
。
既
に
現
段
階
で
は

廃
止
法
令
と
な
っ
て
い
る
「
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律

の
適
用
除
外
等
に
関
す
る
法
律
」 ( 

昭
和
二
二
年
一
一
月
二
〇
日
法
律
第
一
三
八
号 )

に
つ
い
て
も
、
同
様
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。 

 

次
に
現
段
階
で
は
移
管
さ
れ
て
い
な
い
独
占
禁
止
法
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
も
確

認
し
て
み
る
。
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
検
索
で
、
公
正
取
引
委
員
会
の
う
ち
、

キ
ー
ワ
ー
ド
「
独
占
禁
止
法
」
で
フ
ァ
イ
ル
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
旧
管
理
簿
（
公
文

書
管
理
法
の
施
行
前
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
）
に
作
成
取
得
さ
れ
た
行
政
文

書
に
係
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
）
で
一
三
〇
件
、
新
管
理
簿
で
一
二
〇
一
件
が

該
当
し
た
（
地
方
事
務
所
は
除
い
た
）。
旧
管
理
簿
の
一
三
〇
件
を
作
成
年
度
の
情
報
を

除
い
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
名
と
し
て
整
理
し
た
の
が
、
表
９
で
あ
る
。 

表
９
で
現
用
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
、
第
二
期
（
平
成
二
三
年
三
月
）
ま
で
の
文
書

を
調
べ
て
み
る
と
、
保
存
期
間
の
長
短
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
に
移
管
の
実
績
が

あ
る
文
書
の
ほ
か
、
当
該
法
令
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
移
管
と
措
置
が

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
独
占
禁
止
法
に
つ
い
て
は
、
本
稿
執
筆
時
段

階
ま
で
で
大
き
な
改
正
だ
け
で
二
〇
次
を
数
え
る
。
昭
和
二
〇
年
代
の
法
律
改
正
関
係

に
つ
い
て
は
、
表
８
の
と
お
り
、
移
管
の
実
績
が
あ
る
の
で
、
引
続
き
三
〇
年
代
に
つ

い
て
意
識
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

 

（
二
）
下
請
法
（
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
） 

 

続
い
て
、
下
請
法
に
つ
い
て
の
移
管
状
況
を
み
れ
ば
、
平
成
一
四
年
以
降
の
「
下
請

法
運
用
状
況
関
係
資
料
」
が
平
成
一
七
年
度
以
降
一
〇
冊
、
加
え
て
関
連
の
広
報
資
料

が
移
管
さ
れ
て
い
る
。
個
別
の
法
律
制
定
に
関
す
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
か
ら
「
下
請
法
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
第
二
期
ま
で
の
文
書

を
探
し
て
み
た
結
果
が
表
10
で
あ
る
。
保
存
期
間
が
三
〇
年
と
な
る
法
令
関
係
に
つ
い

て
は
、
制
定
及
び
改
正
い
ず
れ
も
未
だ
現
用
段
階
に
あ
り
、
運
用
基
準
等
を
含
め
、
未

移
管
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
は
、
事
件
処
理
に
関
す
る
も

の
を
除
き
、
い
ず
れ
も
移
管
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
将
来
的
に
は
、
保
存
期
間
満
了

後
に
移
管
さ
れ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。「
下
請
法
」
は
本
稿
執
筆
段
階
ま
で
で
大
き
な

改
正
だ
け
で
四
次
を
数
え
る
。
表
10
か
ら
、
昭
和
三
一
年
の
法
制
定
時
と
第
一
次
及
び

第
二
次
改
正
（
昭
和
三
七
年
及
び
三
八
年
の
フ
ァ
イ
ル
は
一
つ
）
第
三
次
改
正
（
昭
和

四
〇
年
）
、
第
四
次
改
正
（
平
成
一
五
年
）
が
残
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も
注
意
深
く
追
跡

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

  

お
わ
り
に 

  

こ
れ
ま
で
公
正
取
引
委
員
会
の
組
織
概
要
及
び
文
書
管
理
規
則
の
変
遷
を
踏
ま
え

た
上
で
、
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
の
移
管
文
書
の
実
績
と
そ
の
傾
向
に
つ
い
て
論
じ
て

き
た
。 

ま
ず
、
毎
年
度
の
移
管
の
実
績
が
実
質
的
な
も
の
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
平
成
一
七

年
度
受
入
れ
か
ら
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
、
移
管
基
準
の
改
正
が
行

わ
れ
た
時
期
の
効
果
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
今
日
移
管
さ
れ
て
い
る
文
書
の

種
類
の
骨
格
を
成
す
の
は
、
こ
の
時
期
の
基
準
の
明
確
化
が
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。 

 
加
え
て
、
公
文
書
管
理
法
の
施
行
が
公
正
取
引
委
員
会
の
移
管
実
績
を
数
量
的
に
も

拡
大
さ
せ
る
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
質
的
な
充
実
の
み
な
ら
ず
、
組
織
成
立
時

の
、
昭
和
二
〇
年
代
の
文
書
移
管
に
結
び
つ
き
、
今
後
順
次
昭
和
三
〇
年
代
以
降
に
作

成
さ
れ
た
文
書
の
移
管
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
伺
え
る
。 



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
49
号 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 

二
五 

 
表９ 公正取引委員会が保有する独占禁止法に係る行政文書ファイル（平成 28 年 10 月 31 日現在） 

文書分類

（大） 

文書分類

（中） 

文書分類

（小） 

行政文書ファイル名 保存 

期間 

移管 

実績 

保存期間満

了時の措置

官房 総務課 独占禁止法改正関係資料（適用除外関係） 30 年 有 移管 

  

経済取引

局調整 独占禁止法適用除外制度関係法令に基づく協議等関係資

料 

10 年 有 移管 

   独占禁止法適用除外制度に関する公正取引委員会と行政管

理庁（総務庁）との合同検討会議関係資料 

10 年 無 移管 

   独占禁止法適用除外制度見直しに係る関係省庁等連絡会議

関係資料 

10 年 有 移管 

   独占禁止法適用除外制度見直し関係 10 年 無 移管 

   「高速バスの共同運行に係る独占禁止法上の考え方」関係資

料 

20 年 無 移管 

   「携帯電話の番号ポータビリティに関する独占禁止法上の考

え方」関係資料 

20 年 無 移管 

   農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針策定関

係資料 

10 年 無 移管 

  経済取引

部総務 

行政指導に関する独占禁止法上の指針策定関係資料 20 年 無 移管 

  独占禁止法改正関係資料 30 年 有 移管 

  

経済取引

局企画 独占禁止法改正関係資料（独占的状態，価格の同調的引上

げ関係） 

30 年 有 移管 

   独占禁止法改正関係資料（取引部関係） 30 年 有 移管 

   独占禁止法基本問題懇談会関係 35 年 有 移管 

   流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針策定関係資料 30 年 無 移管 

  企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針改正 10 年 無 移管 

  独占禁止法改正（第 4 章関係） 30 年 無 移管 

  

経済取引

局企業結

合 独占禁止法第１１条の規定による金融会社の議決権保有等

の認可についての考え方 

20 年 無 移管 

   独占禁止法第１１条の規定による銀行又は保険会社の議決

権の保有等の認可についての考え方（改定）（ 

10 年 無 移管 

   債務の株式化に係る独占禁止法第１１条の規定による認可に

ついての考え方 

20 年 無 移管 

   ベンチャー・キャピタルに対する独占禁止法第９条の規定の

運用についての考え方 

7 年 無 移管 

   債務の株式化に係る独占禁止法第１１条の規定による認可に

ついての考え方 

7 年 無 移管 

  独占禁止法改正関係資料（事業者団体届出関係） 30 年 無 移管 

  

取引部取

引調査 独占禁止法改正関係資料（国際契約届出制度の廃止関係） 30 年 無 移管 

  審査 新聞発表文原議書（課徴金納付命令に係る審判開始決定） 10 年 無 移管 

   課徴金納付命令の事前通知原議書（平成１７年改正前の独

占禁止法に基づくもの） 

30 年 無 移管 

  優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方策定関

係資料 

10 年 無 移管 

  

取引部企

業取引 

フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方につ

いて改訂関係資料 

20 年 無 移管 

  公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する

独占禁止法上の指針策定関係資料 

20 年 無 移管 

  

取引部相

談指導 

事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針策定関係

資料 

20 年 無 移管 

   リサイクル等に係る共同の取組に関する独占禁止法上の指針

策定資料 

20 年 無 移管 

   資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方策定資

料 

20 年 無 移管 

   特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針

策定関係資料 

10 年 無 移管 

   知的財産の利用に関する独占禁止法の指針策定関係資料 10 年 無 移管 

企画 ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会報告書策定資料 20 年 無 廃棄 取引部 取引 

企画課 取引方法 役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁

止法上の指針改定関係資料 

20 年 無 移管 

※行政文書ファイル管理簿から「独占禁止法」をキーワードに第２期までの文書を検索した結果。 

 



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
49
号 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 

二
六 

                         

 

組
織
別
で
み
る
と
、
官
房
、
特
に
総
務
課
の
文
書
移
管
量
が
軸
と
な
っ
て
い
る
が
、

独
占
禁
止
法
政
策
を
担
う
経
済
取
引
局
の
「
法
令
協
議
」
等
文
書
が
平
成
二
二
年
頃
か

ら
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。 

 

所
管
法
令
を
対
象
に
現
段
階
で
の
移
管
の
状
況
、
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
も
言
及

し
た
。 

 

本
稿
が
公
正
取
引
委
員
会
の
移
管
文
書
を
利
用
す
る
際
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。 

  

 

1 

栃
木
智
子
「
経
済
産
業
省
（
通
商
産
業
省
）
文
書
管
理
と
移
管
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
『
北

の
丸
』
第
四
三
号
、
二
〇
一
一
年
、
本
村
慈
「
文
部
省
・
文
部
科
学
省
に
お
け
る
文
書
管
理

と
国
立
公
文
書
館
移
管
文
書
」
『
北
の
丸
』
第
四
三
号
、
二
〇
一
一
年
、
小
宮
山
敏
和
「
農

林
水
産
省
の
文
書
管
理
と
移
管
文
書
の
特
徴
」
『
北
の
丸
』
第
四
四
号
、
二
〇
一
二
年
、
太

田
由
紀
「
意
思
決
定
過
程
を
示
す
文
書
の
作
成
と
移
管
－
国
土
交
通
省
移
管
文
書
・
水
資
源

開
発
基
本
計
画
を
中
心
と
し
て
」
『
北
の
丸
』
第
四
四
号
、
二
〇
一
二
年
、
水
野
京
子
「
内

閣
法
制
局
移
管
文
書
に
つ
い
て
」
『
北
の
丸
』
第
四
五
号
、
二
〇
一
三
年
、
筧
雅
貴
「
統
計

調
査
の
企
画
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
の
一
考
察-

昭
和
四
五
年
国
際
調
査
を
事
例
に
」『
北

の
丸
』
第
四
六
号
、
二
〇
一
四
年
、
栃
木
智
子
「
人
事
院
移
管
文
書
の
基
本
的
性
格
」
『
北

の
丸
』
第
四
七
号
、
二
〇
一
五
年
、
本
村
慈
「
厚
生
労
働
省
移
管
文
書
の
特
徴
」『
北
の
丸
』

第
四
八
号
、
二
〇
一
六
年
。 

2 

公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
『
独
占
禁
止
政
策
三
〇
年
史
』
一
九
七
七
年
、
四
二
頁
。 

3 

公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
、
前
掲
書
、
四
二
頁
。 

4 

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和

二
七
年
法
律
二
五
七
号
） 

5 
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
、
前
掲
書
、
八
五
、
五
五
二
～
五
五
三
頁
。 

6 

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和

二
八
年
法
律
二
五
九
号
） 

7 

公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
、
前
掲
書
、
一
〇
七
～
一
一
一
、
五
五
二
～
五
五
三
頁
。 

表 10 公正取引委員会が保有する下請法に係る行政文書ファイル（平成 28 年 10 月 31 日現在） 

文書分類

（大） 

文書分類

（中） 

文書分類

（小） 

行政文書ファイル名 保存 

期間 

移管 

実績 

保 存 期 間 満

了時の措置 

官房 総務課 下請法制定並びに下請法第５条の書類の作成及び保存

に関する規則制定関係資料  ※１ 

30 年 無 移管 

  

取引部企

業取引 

下請法改正関係資料（昭和 37 年度及び 38 年度）（平成

15 年度） 

30 年 無 移管 

   下請法改正，下請法第３条の書面の記載事項等に関する

規則制定並びに下請法第５条の書類の作成及び保存に

関する規則改正関係資料（昭和 40 年度） 

30 年 無 移管 

   下請法改正，下請法施行令制定，下請法第３条及び第５

条に関する規則改正並びに電磁的記録の提供に関する

留意事項の作成関係資料（平成 12 年度） 

30 年 無 移管 

   下請法第３条及び第５条に関する規則並びに下請法第４

条第１項に関する運用基準改正関係資料（平成 11 年度）

30 年 無 移管 

   下請法第３条の書面の記載事項等に関する規則改正関

係資料（平成 15 年度） 

30 年 無 移管 

   下請法第３条及び第５条に関する規則並びに電子記録債

権に関する事務総長通達及び取引部長通知の作成関係

資料（平成 21 年度） 

30 年 無 移管 

   企業取引研究会関係資料（下請法の運用上の問題）（平

成 6 年度） 

20 年 無 移管 

   下請法運用基準関係資料（平成 15 年度） 20 年 無 移管 

   下請法第４条第１項に関する運用基準等策定関係資料

（平成３年度）（平成 9 年度） 

10 年 無 移管 

取引部 下請取引

調査室 

企画調整 下請法事件処理関係資料 10 年 無 廃棄 

※行政文書ファイル管理簿から「下請法」をキーワードに第２期までの文書を検索した結果。 

※１ ファイル名に「制定」とあることから、作成（取得）時期が 198 年 3 月 31 日となっているものの、昭和 31 年の制定時のファイルと推

定される。 



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
49
号 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 

二
七 

8 

公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
、
前
掲
書
、
五
五
二
～
五
五
三
頁
。 

9 
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
、
前
掲
書
、
一
六
六
～
一
六
八
、
五
五
二
～
五
五
三
頁
。 

10 

公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
、
『
独
占
禁
止
政
策
五
〇
年
史
』
一
九
九
七
年
、
四
九
三
頁
。 

11 

消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
及
び
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
の
施

行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す

る
政
令
（
平
成 
二
一
年 

八
月 

一
四
日
、
政
令
第
二
一
七
号
）
第
四 

条 

12 

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成

二
五 

年
一
二
月
一
三
日
法
律
第
一
〇
〇
号)

 

13 

公
正
取
引
委
員
会
『
知
っ
て
な
っ
と
く 

独
占
禁
止
法
』
、
二
〇
一
三
年
五
月
、
二
一
頁
。 

14 

栃
木
智
子
「
人
事
院
移
管
文
書
の
基
本
的
性
格
」
『
北
の
丸
』
第
四
七
号
、
二
〇
一
五
年
、

の
区
分
に
基
い
た
。 

15 

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
法
令
関
係
原
議 
昭
和
二
二
年
』
、（
平
二
五
公
取
〇
〇
〇
一
七
一
〇

〇
） 

16 

公
正
取
引
委
員
会
所
蔵
「
法
令
関
係
原
議
（
昭
和
三
四
年
度
）（
訓
令
通
達
を
含
む
。
）」「
公

正
取
引
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
（
訓
令
第
三
号
）
の
制
定
施
行
に
つ
い
て
」 

17 

注
16
に
同
じ
。
「
公
正
取
引
委
員
会
文
書
保
存
年
限
規
程
の
制
定
施
行
に
つ
い
て
」 

18 

国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
公
正
取
引
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
訓
令
）」
、

『
法
令
関
係
原
議 

昭
和
五
八
年 

②
』
、（
平
二
五
公
取
〇
〇
〇
二
四
一
〇
〇
）
、
件
名
〇

〇
四 

19 

国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
公
正
取
引
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
に
つ
い

て
」
、
『
法
令
関
係
原
義 

昭
和
五
八
年 

②
』
、（
平
二
五
公
取
〇
〇
〇
二
四
一
〇
〇
）
、
件

名
〇
一
五 

20 

「
行
政
文
書
の
管
理
方
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
」
（
平
成
一
二
年
二
月
二
五

日
各
省
庁
事
務
連
絡
会
議
申
合
せ
） 

 
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
8
.
c
a
o
.
g
o
.
j
p
/
c
h
o
s
e
i
/
k
o
u
b
u
n
/
k
a
k
o
_
k
a
i
g
i
/
k
a
k
o
_
g
u
i
d
e
l
i
n
e
.
p
d
f

（
参

照
二
〇
一
六
年
一
一
月
三
〇
） 

21 

「
公
正
取
引
委
員
会
に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
関
す
る
定
め
」
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九

日 

国
立
国
会
図
書
館 

W
A
R
P

平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
七
月
二
六
日 

 
h
t
t
p
:
/
/
w
a
r
p
.
d
a
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/
i
n
f
o
:
n
d
l
j
p
/
p
i
d
/
2
4
7
4
1
9
/
w
w
w
.
j
f
t
c
.
g
o
.
j
p
/
k
o
u
k
a
i
/

j
o
h
o
u
4
.
p
d
f

（
参
照
二
〇
一
六
年
一
一
月
三
〇
） 

22 

「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣

決
定
） 

 
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
8
.
c
a
o
.
g
o
.
j
p
/
c
h
o
s
e
i
/
k
o
u
b
u
n
/
h
o
u
r
e
i
/
k
a
n
r
i
-
g
l
.
p
d
f

（
参
照
二
〇
一
六

年
一
一
月
三
〇
） 

23 

「
公
正
取
引
委
員
会
に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
定
め
」
（
平
成
二
三
年
四
月
一

日
公
正
取
引
委
員
会
訓
令
第
一
号
） 

 
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
f
t
c
.
g
o
.
j
p
/
s
o
u
d
a
n
/
m
a
d
o
g
u
c
h
i
/
k
o
u
k
a
i
/
s
a
d
a
m
e
.
h
t
m
l

（
参
照
二
〇
一

六
年
一
一
月
三
〇
） 

24 

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
検
索 

 
h
t
t
p
:
/
/
f
i
l
e
s
.
e
-
g
o
v
.
g
o
.
j
p
/
s
e
r
v
l
e
t
/
F
s
e
a
r
c
h

（
参
照
二
〇
一
六
年
一
一
月
三
〇
） 

25 

第
四
類
（
五
年
保
存
）
の
3
勧
告
に
関
す
る
文
書
（
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
の
規

定
に
よ
る
も
の
）
と
第
一
類
（
三
〇
年
保
存
）
の
11
下
請
法
に
基
づ
く
勧
告
の
決
裁
文
書

が
同
一
の
も
の
で
あ
る
か
は
判
断
で
き
な
か
っ
た
。 

26 

昭
和
五
〇
、
五
一
、
五
九
、
六
一
、
六
三
、
平
成
三
、
七
年
に
「
委
員
会
議
事
録
」
（
昭
和

四
〇
年
～
昭
和
六
〇
年
）
等
が
移
管
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
平
成
一
二
年
度
に
は
、
こ
れ

ま
で
移
管
さ
れ
た
「
委
員
会
議
事
録
」
五
五
九
冊
が
公
正
取
引
委
員
会
に
返
却
さ
れ
た
（
『
国

立
公
文
書
館
年
報
』
第
三
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
頁
）。
こ
れ
は
、「
情
報
公
開
法
等
の
施

行
に
伴
う
移
管
文
書
引
取
り
・
返
却
の
特
例
を
定
め
た
『
平
成
一
二
年
度
の
国
立
公
文
書
館

へ
の
公
文
書
等
の
移
管
措
置
等
に
つ
い
て
（
平
成
一
二
年
九
月
二
一
日
内
閣
総
理
大
臣
官
房

総
務
課
）
』
に
基
づ
き
、
現
用
文
書
と
し
て
」
（
『
国
立
公
文
書
館
年
報
』
第
三
一
号
、
二
〇

〇
一
年
、
一
〇
頁
）
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
五
五
九
冊
を
返
却
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
現
在
保
存
期
間
が
再
設
定
さ
れ
た
上
で
管
理
さ
れ
て
お
り
、
既
に
平
成
二
三

年
以
降
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
も
の
か
ら
、
順
次
移
管
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
第
二
章
第

三
節
。 

27 

国
立
公
文
書
館
へ
の
公
文
書
の
移
管
基
準
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
栃
木
智
子
「
経
済
産
業
省

（
通
商
産
業
省
）
文
書
管
理
と
移
管
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
『
北
の
丸
』
第
四
三
号
、
二
〇

一
一
年
及
び
同
「
人
事
院
移
管
文
書
の
基
本
的
性
格
」
『
北
の
丸
』
第
四
七
号
、
二
〇
一
五

年
を
参
照
。 

28 

内
閣
府
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
・
利
用
の
た
め
の
研
究
会
（
第

一
回
）
配
付
資
料
」 
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/
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w
w
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c
a
o
.
g
o
.
j
p
/
c
h
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s
e
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/
k
o
u
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u
n
/
k
a
k
o
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k
a
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g
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k
e
n
k
y
u
k
a
i
/
1
5
0
5
1
2
/
h
a
i
f
u

/
h
a
i
f
u
5
-
1
.
p
d
f

（
参
照
二
〇
一
六
年
一
一
月
三
〇
） 

29 

第
一
次
二
五
七
社
・
第
二
次
六
八
社
の
計
三
二
五
社
中
、
指
定
後
閉
鎖
機
関
に
移
さ
れ
た
三

社
を
除
く
三
二
二
社
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。 



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
49
号 

公
正
取
引
委
員
会
移
管
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 

二
八 

30 

持
株
会
社
整
理
委
員
会
編
『
日
本
の
財
閥
と
そ
の
解
体
』
原
書
房
、
一
九
五
一
年
、
三
一
五

頁
。 

31 

昭
和
二
一
年
四
月
二
〇
日
，
企
業
の
所
有
及
び
経
営
の
民
主
化
を
図
り
，
財
閥
解
体
を
促
進

す
る
た
め
に
持
株
会
社
整
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
，
財
閥
の
解
体
・
証
券
の
民
主
化
・
過
度

経
済
力
集
中
排
除
な
ど
の
業
務
が
行
わ
れ
、
昭
和
二
七
年
七
月
一
一
日
に
解
散
し
た
。 

32 

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
集
排
法
手
続
記
録
（
八
の
一
）
・
（
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
関
係
）
』

（
昭
六
一
公
取
〇
〇
〇
二
一
一
〇
〇
）
か
ら
『
集
排
法
手
続
記
録
（
八
の
八
）・（
三
菱
重
工

業
株
式
会
社
関
係
）
』（
昭
六
一
公
取
〇
〇
〇
二
八
一
〇
〇
） 
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「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
・
利
用
等
の
た
め
の
研
究
会
（
第
一

回
）」
資
料
五
資
料
集
、
一 
公
文
書
館
を
め
ぐ
る
法
令 
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（
参
照
二
〇
一
六
年
一
一
月
三
〇
） 

34 

「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て

（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日

各
省
庁
官
房
長
等
申
合
せ 

改
正
平
成
一
七
年
六
月
三
〇
日
） 
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（
参
照

二
〇
一
六
年
一
一
月
三
〇
）「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め

に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
等
の
運
用
に
つ
い
て
」

（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
各
府
省
庁
文
書
課
長
等
申
合
わ
せ 

改
正
平
成
一
七
年
六
月

三
〇
日
） 
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p
d
f

（
参
照

二
〇
一
六
年
一
一
月
三
〇
） 

35 

大
野
冨
仁
夫
「
歴
史
公
文
書
等
の
移
管
基
準
の
改
正
に
つ
い
て
」
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
第
二

一
号
、
二
〇
〇
五
年
。
栃
木
智
子
、
前
掲
論
文
、
二
〇
一
五
年
、
一
二
～
一
三
頁 

36 

公
正
取
引
委
員
会
、
前
掲
書
、
一
五
～
一
六
頁 

37 

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
審
決
書
原
本
（
昭
和
五
一
年
度
）
』（
平
一
八
公
取
〇
〇
〇
二
八
一
〇

〇
） 

38 

年
度
に
よ
っ
て
若
干
の
言
い
回
し
の
違
い
が
あ
る
が
、
基
本
的
な
形
式
は
変
わ
ら
な
い
。『
審

決
書
原
本
（
昭
和
二
八
年
度
）
』（
平
二
五
公
取
〇
〇
〇
八
二
一
〇
〇
）
及
び
『
審
決
書
原
本

（
昭
和
五
〇
年
度
）
』（
平
一
七
公
取
〇
〇
〇
一
五
一
〇
〇
） 
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「
公
正
取
引
員
会
に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
定
め
」
（
平
成
二
三
年
四
月
一
日

施
行
） 
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（
参
照
二
〇
一

六
年
一
一
月
三
〇
） 

40 

島
田
赳
幸
「
公
文
書
管
理
法
下
に
お
け
る
行
政
文
書
の
評
価
選
別
に
関
す
る
一
考
察
‐
「
三

条
委
員
会
」
を
事
例
と
し
て
‐
」
『
平
成
二
七
年
度
ア
ー
カ
ー
ブ
ズ
研
修
Ⅲ
修
了
研
究
論
文

集
』
二
〇
一
五
年
、
一
〇
一
～
一
三
七
頁
に
お
い
て
、
行
政
文
書
管
理
規
則
別
表
第
２
に
独

自
の
事
項
・
業
務
の
区
分
（
固
有
業
務
）
を
設
け
て
お
り
、
事
項
全
て
が
移
管
の
対
象
で
な

く
、
業
務
の
区
分
を
設
け
た
上
で
対
象
を
年
度
ご
と
に
取
り
ま
と
め
た
も
の
に
限
定
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

41 

前
掲
、
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ

い
て
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決
定
）
等
の
運
用
に
つ
い
て
」
（
平
成
一
三
年
三
月

三
〇
日
各
府
省
庁
文
書
課
長
等
申
合
わ
せ 

改
正
平
成
一
七
年
六
月
三
〇
日
）
別
表
。 

42 

『
改
訂 

逐
条
解
説 

公
文
書
管
理
法
・
施
行
令
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
一
年
）
、
四
四

～
四
五
頁 

43 

「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
検
索
」 
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一
月
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〇
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44 

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
法
令
協
議
関
係
資
料
（
昭
和
四
二
年
度
）
①
』
（
平
二
二
公
取
〇
〇

〇
六
〇
一
〇
〇
） 

45 

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
下
請
法
運
用
状
況
関
係
資
料
（
平
成
一
五
年
度
）
』（
平
一
八
公
取
〇

〇
〇
二
七
一
〇
〇
）
な
ど 

46 

「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
検
索
」 
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（
公
文
書
専
門
官
） 

 


